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国際認定機関フォーラム ( IAF)は、適合性評価サービスを提供する機関の認定のため

のプログラムを運営している。この認定は、貿易を促進し、認証が複数必要であると

いう要求を減少させる。  

認定は、認定された適合性評価機関 (CAB)が認定の範囲内において業務を行なう能力

をもつことを保証することによって、事業及びその顧客にとってのリスクを軽減する。

IAF のメンバーである認定機関 (AB)及びそれらに認定された適合性評価機関は、適

切な国際規格の一貫した適用のためにそれらの規格及び IAF 基準文書に従うことが

要求される。  

IAF 国際相互承認協定 (MLA)の認定機関メンバーは、認定プログラムの同等性を保

証するために定期的な相互評価を実施する。 IAF MLA は二つのレベルで運用され

る :  

•  検査機関に対する JIS  Q  17020、マネジメントシステム認証機関に対する

JIS Q 17021、要員認証機関に対する JIS  Q 17024 及び製品認証機関に対す

る JIS Q 0065 などの規格に対する適合性評価機関の認定の MLA は、フレー

ムワーク MLA とみなされる。フレームワーク MLA は、認定された適合性評

価機関が適合性評価活動の実施において同等に信頼できることの信頼性を提供

する。  

•  特定の適合性評価規格又はスキームをも認定範囲として含む適合性評価機関の

認定に対する MLA は、認証の同等性に対する信頼性を提供する。  

 IAF MLA は、市場による認証の受入れに必要な信頼性を供給する。 IAF MLA

加盟認定機関に認定された特定の規格又はスキームに対する認証をもつ組織又は個人

は、それによって、国際貿易を促進していると世界的に認知され得る。  

 

第 1 版  

作業 :  IAF 技術委員会   

承認 :  IAF メンバー  承認日 :  2009 年 1 月 8 日  

発行日 :   2009 年 2 月 15 日   適用日 :  2010  年 2 月 15 日  

問い合わせ先 :  John Owen,  IAF Corporate  Secretary   

電話番号 :  +612  9481  7343 ;   

Emai l :  se cretary@ia f .nu  
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IAF 基準文書への序文  

 

この基準文書では、 “shal l ”（なければならない）という用語は、関連する規格の要

求事項を反映して、その記載内容が強制的要求事項であることを示すために使用され

ている。一方、 “should”（望ましい）という用語は、規格の要求事項を満たすため

に認知された手段であることを示すために使用されている。妥当性評価機関又は検証

機関は、この規格の要求事項と同等の方法を使って満たすことも、それを認定機関

(AB)に対して実証できれば可能である。   
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ISO14065:2007 適用のための IAF 基準文書  

 

0  序文  

0 .1 .  ISO14065:2007 は、 ISO14064-3 又はその他の関連規格もしくは仕様を使っ

て温室効果ガス (GHG)の妥当性確認又は検証を実施する機関に対する要求事項を定め

た国際規格である。 ISO14065 は、温室効果ガス（GHG）プログラム管理者、規制

当局、及び認定機関に、妥当性確認及び検証機関の力量を評価し、承認するための基

礎を提供している。  

認定された妥当性確認及び検証機関が発行する声明書は、規制市場及び自由市場の何

れにおいても、特に “排出量取引制度 ”を始めとする数多くの領域において信頼される

ものである。商品取引或いは利害関係者によるその他の今後の活動を目的として二酸

化炭素 1 トンに与えられる価値、検証された排出量データの信頼性、延いては妥当性

確認及び検証を行い、声明書を発行する妥当性確認及び検証機関への信頼性に委ねら

れるものである。  

ISO14065 は、現時点ではまだ IAF 国際相互承認協定 (MLA)フレームワーク文書に

は含まれていない。しかし、妥当性確認及び検証機関が世界全体で整合のとれた

ISO14065 認定を受けるには、この規格の解釈によるばらつきを少なくするための追

加的な指針が必要となる。本基準文書は、 IAF メンバーが、 ISO14065 及び関連規

格に基づく妥当性確認及び検証機関（以下 V/V 機関）の審査の整合を取るための指

針を提供する。これは認定の相互承認に向けた重要な一歩である。  

本文書は、将来の IAF 国際相互承認協定 (MLA)で引用され、整合性ある ISO 14065

適用に必須の基準文書となるものである。 IAF MLA 加盟機関、及び本協定への加盟

を申請する者は、 ISO 14065 の実施状況を互いに審査することになる。本基準文書

は、認定に関する一般規則の一部として、認定機関により採用されることが期待され

る。  

また、本基準文書は、V/V 機関自身、そして V/V 機関が発行する妥当性確認又は検

証の声明書を意思決定の根拠とする者、組織にとっても役に立つ文書である。妥当性

確認とは、定められた妥当性確認の基準に照らして、妥当性確認機関が GHG プロジ

ェクト計画書を評価するプロセスである（従って、妥当性確認プロセスは、潜在的な

将来の成果に対する評価を行なう）。検証は、定められた検証の基準に照らして、検

証機関が、ある組織又はプロジェクトの GHG に関する主張を評価するプロセスであ

る（従って、検証プロセスでは過去の実績を取り扱う )。実際、 ISO14064-1 及び



IAF MD 6:2009 
International Accreditation Forum, Inc.  

 
Page 6 of 53

Issue 1 IAF Mandatory Document on Application of 
ISO14065:2007 

 

 
   
Issued: February 15, 2009 Application Date: February 15, 2010            IAF-MD6-2009 Issue 1 

© International Accreditation Forum, Inc. 2009 

ISO14064-2 では、規格への適合と共に、GHG に関する主張が、合意した保証水準、

重要性、基準、目的及び範囲に対して信頼でき、正確であることについても評価の対

象としている。排出量取引においては、妥当性確認或いは又は検証の声明意見書の発

行の際、ダブルカウンティングや二重登録の問題が引き起こすによる結果について、

V/V 機関は認識しておくことが望ましい。  

妥当性確認又は検証の評価プロセスは、各依頼者それぞれにおいて固有のものであり、

また、年々変化する。 ISO14064-3 附属書 A では、妥当性確認及び検証のプロセス

に関する要求事項への説明を提示している。  

0 .2 本基準文書には、 ISO14065 本文は記載していない。また、 ISO14064-3 が引

用されている場合もその本文は記載していない。本文書は、 ISO14065 の関連項目の

見出しの順に従って記載されている。このため、2002 年 11 月にカンクン (メキシコ )

で開催された IAF TC における  決定 6 に基づき、「 ISO/IEC 17021 に関する適用

の指針は提示しない」とする決定に基づき、適用可能な適用の指針がない項目もある。  

ISO 14065 の引用規格は ISO 14064-3 である。この二つの規格で使用している用

語は、現在マネジメントシステムで使用されているものとは若干異なっている。二つ

の規格を理解しやすく、相互に解釈しやすくするために、本基準文書の第 8 項と附属

書 C では、 ISO14065 の項目の見出しとそれに対応する ISO14064-3 の項目の見出

しを併記している。最初の ISO14064-3 と記載し、その後に ISO14064-3 の項目の

見出しを青色で示している。妥当性確認及び検証のプロセスは、マネジメントシステ

ム監査とは異なっており、また、妥当性確認と検証との焦点にも違いがある。このた

め、附属書 C は、妥当性確認及び検証のプロセスに関連して参考を示すことを目的と

している。附属書 C では、適用の指針と引用規格との相互関係を明確にするため、

ISO14064-3 の項目の見出しを示している。ここでも、適用の指針の記載は不要と見

なされた場合は、項目の見出しのみを表示している。  

注記：本基準文書の本文は、 ISO14065  或いは ISO14064-3 の解釈と見なすことは

望ましくない。  

0 .3 .  本基準文書の利用者は、第 2 項に記載されている引用規格を適切な標準化団体か

ら購入する必要がある。  

0 .4 . 適用する指針は、その項目番号に “A”の文字を付して識別している。  
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1 .  適用範囲  

A .1 .1  本基準文書は、次の妥当性確認又は検証の基準の何れかに関与する V/V

機関に適用される。  

•  ISO14064-1  又は ISO14064-2  

•  公式の利害関係者による評価プロセスによって策定され、現在公開されて

いる、規制された GHG プログラム  

•  公式の利害関係者による評価プロセスによって策定され、現在公開されて

いる、国際又は地域の GHG プログラム (例 :  WRI /WBCSD GHG プロトコ

ール )   

•  民間のセクター別プロトコール：この場合、そのプロトコールが組織又は

プロジェクトの GHG に関する主張に関連しているか否かに応じて、妥当

性確認又は検証の基準には ISO 14064-1 もしくは  ISO 14064-2 の何れ

かを盛り込こむこと。妥当性確認又は検証の結果として作成される声明書

では、その民間のセクター別プロトコールが ISO14064-1  又は

ISO14064-2 に適合しているか否か、そして、そのプロトコールが適合し

ていない場合はどこに差分があるのかを明示すること。  

A .1 .2 .  妥当性確認又は検証を受けた GHG に関する主張には、製造され

た製品の単位あたりの排出量（増加量又は削減量）に関する記載、又はそれに

類似したものが含まれることもある。依頼者が、GHG に関する主張の記載内

容をコミュニケーションの目的で使用することを希望する場合、その記載は、

1 又は 2 の何れかを満たすこと。  

1 .  その記載の出所を明記する。これには出所である GHG に関する主

張の日付も含める。その記載が過去データに基づいたものか否か、

さらに、GHG に関する主張で示されているデータ及び情報に基づい

た何らかの限定条件がその記載内容にあるのかどうかを明記する。

記載内容は全て、 ISO14021:2001 の  5 .7 項に適合していること。  

上述の 1 が適用できない場合は、  

2 .  記載は、 ISO14021:2001 の  5 .1 項から 5 .9 項までの要求事項全て

についても満たしていること。  

注記：V/V 機関は、依頼者が、GHG に関する主張の記載を抜粋し

たいと望んでいるか否かを評価し、いかなる抜粋にもマークやロゴ

がつかないことを確実にすることが望ましい。ただし、A.1 .2 項の

3 の手続きに従っている場合は、この限りではない。  
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A.1 .2 項の 1 及び 2 の何れの場合も、次の 3 を適用すること。  

3 .  依頼者が、製品又は製品包装に V/V 機関のマーク又は GHG プログ

ラムのマークなどのマークを表示したい、又は、製品又は製品包装

上で V/V 機関についての言及を希望する場合、V/V 機関は、その妥

当性確認又は検証プロセスに、 ISO/IEC ガイド 65:1996 及び IAF 

GD5:2006 の要求事項を  追加すること。  

注記；  ISO14021:2001 の 5.7 項 には、環境に関する自己宣言を

希望する組織に関する指針が記載されている。  

  

2 .  引用規格  

ISO 14065:2007  -温室効果ガス :  認定又は他の承認形式で使用される温室効果ガス

の妥当性確認機関及び検証を行う機関に対する要求事項  

ISO 14064-3 :2006 温室効果ガス :  温室効果ガスに関する主張の妥当性確認及び検

証の仕様並びに指針  

 

注記：参考文献には、本基準文書に記載されている文書で、引用規格ではないものを

掲載している。  

 

3 . 用語及び定義  

 

3 .1 定義  

A .3 .1   本基準文書では ISO14065 の定義を採用する。これに加えて、以下の定義

を適用する。  

 

A .3 .1 .2 力量  

知識及び /又は技能を適用するための実証された能力、並びに適切な場合、実証

された個人的特質  

（JIS Q 17024:2004 参照 )  

 

A .3 .1 .3 温室効果ガスに関する主張 (GHG に関する主張 )  

  責任当事者が行なう、事実に基づく客観的な宣言  

注記 1：GHG に関する主張は、ある時点を提示してもよいし、ある期間を提示す

る対象としてもよい。  

注記 2：責任当事者が提示する GHG に関する主張は、明確かつ識別が可能で、妥

当性確認を行なう者又は検証を行なう者が適切な基準に照らして整合性のある評価

又は測定を行えるものであることが望ましい。  
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注記 3：GHG に関する主張は、GHG 報告書又は GHG プロジェクト計画書の形

式で提示することもできる。  

( ISO 14065：2007)  

A .3 .1 .4 GHG プログラム  

組織又は GHG プロジェクトの境界の外部で、GHG 排出量、GHG 吸収量、温室

効果ガス排出量削減、又は温室効果ガス吸収量増加を、登録、算定、又は、運営管

理する、自主的もしくは強制的な、国際、国家又は国内地域のシステム又は制度  

（ ISO 14065 :2007）  

A .3 .1 .5 グループ化されたプロジェクト  

妥当性確認及び検証の時点で、一つの GHG プロジェクト計画書及び一つの

GHG に関する主張に含まれている複数のプロジェクト  

（VCS 2007）  

A .3 .1 .6 公平性  

客観性が実在し，かつ，そのように認識されていること。  

注記 1 -  客観性とは，利害抵触がないか，又は V/V 機関の事後の活動に悪影響

を及ぼすことがないよう，利害抵触が解決されていることを意味する。  

（JIS Q 17021:2007）  

注記 2 –  公平性の要素を伝えるのに有用なその他の用語は，次のとおりである。

客観性，独立性，利害抵触がないこと，偏見がないこと，先入観がないこと，中

立，公正，心が広いこと，公明正大，利害との分離，均衡。  

 (J IS  Q 17021:2007)  

A .3 .1 .7 重要性に関する不一致 :  

温室効果ガスに関する主張の中の、個別の、顕在化している誤り、脱漏、虚偽表

示、又はその総体で、意図した利用者の意思決定に影響を与え得るもの  

( ISO 14064-3 :2006)  

注記  –  妥当性確認又は検証の結論が出た後に残る重要性に関する不一致は、妥

当性確認又は検証の意見及び結論に反映させること。  

 

3 .2   本基準文書で使用する用語  

本基準文書で使用する用語は、 ISO 14064 シリーズで使われているものである。

A.1 .1 項に基づき適用範囲に含まれていると認められた GHG プログラムが、 ISO 

14064 シリーズとは異なる用語や定義を使用している場合は、それらの用語を使用す

ること。この場合、V/V 機関は、本基準文書の定義及び用語とそれらの用語とを関連

させ、それを評価し、差異がある場合はその差異がもたらす影響について理解してお

くこと。  
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注記：本基準文書においては、プロジェクトの GHG に関する主張の妥当性確認とは、

そのプロジェクトがもたらす将来の GHG 排出量削減又は GHG 吸収量増加に関する

ものである。一方、プロジェクトの GHG に関する主張の検証とは、そのプロジェク

トにより実現したそれまでの実際の GHG 排出量削減又は GHG 吸収量増加に関する

ものである。組織の GHG に関する主張とは、実際の過去のデータに関して、検証さ

れたものである。  

本文を簡素化するために本基準文書で使用している用語を以下に示す。  

 

A .3 .2 .1 戦略分析－ ISO 14064-3  4 .4 .1 項の要求事項に基づくもので、次のような

意味をもつ。  

「組織又はプロジェクトの GHG 情報のレビューで、次の各事項以下を評価す

るもの。  

    依頼者に代わって実施する妥当性確認又は検証の活動の性質、規模、複雑さ  

    責任当事者の GHG 情報及び GHG に関する主張の信頼性  

  責任当事者の GHG 情報及び GHG に関する主張の完全性該当する場合、責

任当事者の GHG プログラムへの参加資格の有無」  

 

A .3 .2 .2 リスク評価― ISO 14064-3  4 .4 .1 項の要求事項に基づくもので、次のよう

な意味をもつ。  

「妥当性確認又は検証の活動に関連する、潜在的な誤り、脱漏、虚偽表示の

発生源及び大きさの評価。ここで評価の対象となる潜在的な誤り、脱漏、虚

偽表示の分類を次に示す。  

a .  重大な不一致が発生する内在的リスク  

b .  組織又は GHG プロジェクトの管理策によって重大な不一致を防止又は検

出することができないリスク  

c .  組織又は GHG プロジェクトの管理策で是正されなかった重大な不一致を、

妥当性確認を行なう者又は検証を行なう者が検出できないリスク」  

 

注記  1：リスク評価とは、V/V機関が不適切な結論及び意見を表明するリスク

に関連するものである。V/V機関は、妥当性確認及び／又は検証のプロセス

の設計及び実施を通じて、リスクを低減し、これにより、重大な不一致の検

出があっても合理的な水準の範囲にあることを導く。契約で合意した適切な

保証水準を達成するため、妥当性確認及び検証のリスクは、許容できる程度

の低い水準にまで低減することが望ましい。   

注記 2：  戦略分析とは、妥当性確認チーム及び検証  チームが「何を」見る必

要があるのかを明確化するもので、一方、リスク分析は、検出された課題を

「どのように」見るかを明確化するものである。  
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A.3 .2 .3  職業専門家としての判断－観察、知識、経験、文献、その他の情報源に基づ

いて、意味のある正確な結論を導き出し、意見を提示し、解釈ができる能力。

職業専門家としての判断とは、事実及び客観的証拠、並びに経験に基づくも

ので、一定の主観を含むものである。  

 

4 .  原則  

4 .1 一般  

4 .2 公平性  

4 .3 力量  

4 .4 事実に基づいた意思決定  

4 .5 透明性  

4 .6 機密保持  

 

5 .  一般要求事項  

5 .1  法的地位  

A .5 .1 .1 .  政府系の V/V 機関は、その政府機関としての地位に基づいて、法人

とみなされる。  

 

5 .2  法律及び契約の諸事項  

A .5 .2 .1 .  法的拘束力をもつ合意書には、あらゆる GHG に関する主張におい

て、V/V 機関が依頼者に使用を許可するマーク及び V/V 機関に関する言及を管

轄する方針を盛り込まなければならない。妥当性確認又は検証のマーク、もしく

は特定の文章を使用するライセンスがある場合は、妥当性確認又は検証を受けた

GHG に関する主張の利用について曖昧な表記があってはならない。また、その

方針では、他の諸々の事項に加えて、いかなるマーク（依頼者に使用のライセン

スを付与した V/V 機関のマーク、又は GHG プログラムマークで V/V 機関がそ

のマークの適用規則の運用の監視を担当しているもの）も、V/V 機関に関する

言及について、製品又は製品包装上に、それが製品認証のマークであるかのよう

に解釈される可能性のある表示をしてはならないことを確実にしなければならな

い。但し、本基準文書の A.1 .2  項で規定したように、その妥当性確認又は検証

の活動が、 ISO/IEC ガイド 65 及びそれに関連する IAF 基準文書に従って実施

される場合はこの限りではない。  

 

A .5 .2 .2  法的拘束力をもつ合意書には、妥当性確認、又は検証を受けた GHG に

関する主張の記載の中で V/V 機関が依頼者に使用を許可する記載事項を管轄す

る方針を盛り込まなければならない。この方針には期限及び言語も盛り込まなけ

ればならない。 (A .1 .2 項参照 )。また、法的拘束力を持つ合意書には、依頼者が
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記載した事項を「公認」することにもなり得る V/V 機関のマークの使用に関す

る要求事項も記載しなければならない。  

注記：A.5 .2 .1 項に関連する要求事項で、製品に V/V 機関のマークを適用する

場合は、A.5 .2 .2 項  を適用すること。  

 

5 .3   ガバナンス及び経営層のコミットメント  

A .5 .3 .1 .V /V 機関は、トップマネジメントの責任を文書化するとともに、妥当

性確認又は検証のプロセスに関与するその他の要員の責任も文書化しなければな

らない。  

A .5 .3 .2 .V /V 機関は、 ISO14065 の要求事項と整合のとれた妥当性確認又は検

証のプロセスの実施を確実にしなければならない。さらに、V/V 機関は、特定

の妥当性確認又は検証の基準 (A .1 .1 項参照 )の整合性ある適用を確実にするため、

自らのシステムを十分に文書化しなければならない。  

A .5 .3 .3 . V/V 機関は、自らが運用しようとする場合、新たな妥当性確認又は

検証の基準 (A .1 .1 項参照 )の開発プロセスを確立しなければならない。この開発

プロセスからは、次の各事項に関連するアウトプットを出さなければならない。  

•  主要な利害関係者の特定、並びに妥当性確認又は検証の活動の成果に関

わる利害関係者の期待と要求事項の明確化  

•  該当する妥当性確認又は検証の基準に関する要求事項のレビュー及び理

解。必要な場合は、基準の設定者を関与させる。  

•  V/V 機関の戦略上及び事業上のリスクに関する検討  

•  それぞれの妥当性確認又は検証の基準 (A .1 .1 項参照 )に関して、妥当性

確認を行なう者又は検証を行なう者、独立した立場でレビューを行なう

者、支援要員の力量に関する要求事項の明確化  

•  妥当性確認又は検証の基準 (A .1 .1 項参照 )に固有の妥当性確認又は検証

の要求事項  

•  妥当性確認又は検証について提案している取り決め内容が、妥当性確認

又は検証の基準 (A .1 .1 項参照 )の要求事項に適合することの確認  

•  妥当性確認又は検証の基準が A.1 .1 .項を満たしていることの確認  

 

5 .4 公平性  

5 .5 債務及び財務  

 

6 .  力量  

6 .1  経営層及び要員  

A .6 .1 .1  「セクター」を決定するにあたり、V/V 機関は、妥当性確認及び検証の

種類によって、「セクター」という用語が異なる意味を持つことに配慮しなけれ
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ばならない。いかなる妥当性確認又は検証においても、セクターとは、GHG に

関する主張 (GHG プロジェクト又は GHG インベントリーの何れに関する場合

も )並びに利害関係者の期待に関連するものである。セクターを決定することに

より、妥当性確認を行なう者又は検証を行なう者は、妥当性確認及び検証の実施

をとりまく周囲の状況（例：排出源、吸収源、貯蔵庫、産業の設備及びプロセス、

製品サプライチェーンプロセス、境界、追加性、リーケージなど）を把握できる。  

 

6 .2  要員の力量  

A .6 .2 .1  V /V 機関は力量ある評価者により評価を受けた要員を揃えなければなら

ない。  

A .6 .2 .2  V /V 機関は、要員がどのように評価され、次に示す力量に関する要求

事項をどのように満たしているとされたのかを実証しなければならない。  

•  業務の運営管理に関する力量  

•  ISO14065  の第 6 項並びに本基準文書の附属書 A に基づく一般的な妥

当性確認の力量、さらに妥当性確認又は検証の基準 (A .1 .1 項参照 )に固

有の、及び／又は、セクター固有の妥当性確認に関わる力量  

•  ISO14065 の第  6 項並びに本基準文書の附属書 A に基づく一般的な検

証の力量、さらに、妥当性確認又は検証の基準 (A .1 .1 項参照 )に固有の、

及び／又はセクター固有の検証に関わるに対する力量  

注記 1：組織の検証にプロジェクトの検証が含まれている場合、V/V 機関の力

量基準では、上述のあらゆる関連する力量基準に加えて、プロジェクトの妥当

性確認又はプロジェクトの検証に関わる力量基準も考慮する必要がある。  

注記 2：要員の評価に利用できるツールは数多くある。これらは、適切なかた

ちで、いかようにも組み合わせることができる。代表的なツールを次に示す。  

•  該当する場合、検証及び／又は妥当性確認の活動の立会  

•  妥当性確認又は検証の文書類の内部相互レビュー  

•  知識及び専門的力量を試験する体系的な面談  

•  試験  

•  経営層及び／又はその他のチームメンバーによるパフォーマンス評価  

•  要員認証によって、この V/V 機関システムで規定された力量を実証で

きる場合、認定を受けた要員認証機関による要員の認証  

•  会議での講演を依頼される、論文発表を依頼される (論文の審査がある

場合 )など、専門分野において認められた評価を得ていること  

•  関連する過去の経験に関する十分な証拠  
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6 .3   要員の配置  

6 .4 契約下の妥当性確認を行なう者又は検証を行なう者の起用  

6 .5 要員の記録  

6 .6 外部委託  

7 .   コミュニケーション及び記録  

7 .1 依頼者又は責任当事者に提供される情報  

7 .2 依頼者又は責任当事者への責任の通知  

7 .3 機密保持  

7 .4 公にアクセス可能な情報  

7 .5 記録  

 

8 . 妥当性確認又は検証のプロセス  

注記 1：序文 0 .2 項から引用： 二つの引用規格を理解しやすく、相互に解釈しやすく

するために、本基準文書の第 8 項と附属書 C では、 ISO14065 の項目の見出しとそ

れに対応する ISO14064-3 の項目の見出しを併記している。最初に ISO14064-3 と

記載し、その後に ISO14064-3 の項目の見出しを青色で示している。妥当性確認及

び検証のプロセスは、マネジメントシステム監査とは異なっており、また、妥当性確

認と検証との焦点にも違いがある。このため、附属書 C は、妥当性確認及び検証のプ

ロセスに関連して参考となる指針を示すことを目的としている。附属書 C では、適用

の指針と引用規格との相互関係を明確にするため、 ISO14064-3 の項目の見出しが使

われている。ここでも、適用の指針の記載は不要と見なされた場合は、項目の見出し

のみが表示されている。  

注記 2：本基準文書の本文は、 ISO14065 或いは ISO14064-3 の解釈と見なすこと

は望ましくない。  

 

8 .1   一般  

8 .2          事前準備  

8 .2 .1       公平性  

8 .2 .2       力量  

8 .2 .3       合意  

ISO 14064-3   
4 .3 妥当性確認又は検証の保証水準、目的、基準及び、範囲  
4 .3 .1 保証水準  
4 .3 .2 目的  
4 .3 .3 基準  
4 .3 .4 適用範囲  
4 .3 .5 重要性  
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A.  8 .2 .3 .1  V/V 機関は、妥当性確認及び／又は検証の依頼に対応するための

文書化されたマネジメントシステム ( ISO14065 12 項に準拠したもの )を整備し

なければならない。V/V 機関の手順は、あらゆる見積り又は契約を行なう前に、

妥当性確認又は検証の範囲、目的、基準、保証水準、妥当性確認、検証の重要性

に関する十分な情報を確実に入手しなければならない。見積りは、GHG に関す

る主張の主要な課題、及び妥当性確認、又は検証の基準 (A .1 .1 項参照 )と整合の

とれた妥当性確認又は検証の目的に関連する主要な課題、並びに GHG に関する

主張に関わる意図した利用者に配慮し、入手した情報に基づいて作成しなければ

ならない。  

A .8 .2 .3 .2 GHG に関する主張の妥当性確認又は検証の見積りについて検討す

る際、V/V 機関は、例えば次のような見積り作成に関わる主要な課題の検討を

考慮しなければならない。  

•  提案されている保証水準、重要性、基準、目的、及び範囲。  

•  GHG に関する主張の複雑さ  

•  プロジェクト又は組織、及び測定／監視  プロセスの複雑さ  

•  GHG に関する主張を策定及び管理している組織の体制を始めとする組

織環境   

•  プロジェクトの妥当性確認及び検証に対するベースラインシナリオ こ

れにはベースラインシナリオに適用する GHG の排出源、吸収源及び貯

蔵庫の選定及び定量化も含まれる  

•  明確化された GHG の排出源、吸収源、貯蔵。並びに組織の検証を行な

うためのそれらの監視   

•  GHG に関する主張に記載されている情報及びデータを提供するプロセ

ス  

•  利害関係者、責任当事者、依頼者、及び意図された使用者（各用語の定

義については ISO14064-3 を参照）の間の組織的繋がり関係及び相互

作用  

•  妥当性確認又は検証の基準（A.1 .1 項参照）の要求事項  

A .8 .2 .3 .3 妥当性確認又は検証の実施に必要な時間は、V/V 機関が決定しなけ

ればならない。その時間の割り当てについては、V/V 機関が、上述の情報のレ

ビューに基づいてその正当性の根拠を示し、それを記録に残さなければならない。

各業務にはそれぞれ独自の側面があるため、V/V 機関は、妥当性確認又は検証

のプロセスをカスタム化  しなければならない。  

A .8 .2 .3 .4 グループ化されたプロジェクトの妥当性確認／検証に関する見積り

及び合意の場合、V/V 機関は、通常の検討事項に加えて、グループ化されたプ

ロジェクトとして一つに纏められる GHG に関する主張に対して個々のプロジェ

クトからインプットされるものの妥当性確認又は検証に関するロジスティック及
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び計画、並びにそれが妥当性確認又は検証の所要期間に与える影響ついても考慮

しなければならない。  

A .8 .2 .3 .5 V/V 機関は、グループ化されたプロジェクトの GHG に関する主張

の妥当性確認又は検証の所要期間に関する要求事項を検討する際、附属書 B の

情報を参考にすることが望ましい。  

A .8 .2 .3 .6 数多くの離れた施設のデータ及び情報が盛り込まれた GHG インベ

ントリーに基づく GHG に関する主張に関して検証機関が見積りを作成する場合、

検証機関は、通常の検討事項に加えて、個別の施設及び施設の集合体のデータ及

び関連情報から GHG に関する主張にインプットされるものの検証に関するロジ

スティックと計画、並びにそれが検証の所要期間に与える影響についても、考慮

しなければならない。  

A .8 .2 .3 .7   V/V 機関は、一つの GHG に関する主張に数多くの離れた施設のデ

ータ及び情報が盛り込まれている場合、その GHG に関する主張の検証の所要期

間に関する要求事項を決定にあたって、附属書 B の情報を参考にすることが望

ましい。  

A .8 .2 .3 .8 妥当性確認／検証機関の合意（あらゆる付則又は添付文書を含む）

では、提案されている保証水準、重要性、基準、目的、範囲、該当する場合は合

意した妥当性確認又は検証の基準（A.1 .1 項参照）、さらに提案されている妥当

性確認又は検証の所要期間、並びに時間枠を明確にしなければならない。  

注記：  ISO140658.2 .3  項に記載されている「合意書」と「契約書」は同義で

ある。  

 

8 .2 .4  チームリーダーの指名  

8 .3  アプローチ  

 

8 .3 .1  妥当性確認又は検証  チームの選定  

A .8 .3 .1 .1 V/V 機関は、チームリーダーを含めた、妥当性確認及び検証チーム

を選定及び指名するプロセスを整備しなければならない。この際、妥当性確認又

は検証の保証水準、重要性、範囲、基準及び目的の達成に必要な力量、並びに依

頼する組織とのコミュニケーションを始めとする作業の効果的な管理を考慮に入

れなければならない。（6 項参照 )。  

 

8 .3 .2  依頼者及び責任当事者とのコミュニケーション  

8 .3 .3  計画  

ISO14064-3   

4 .4 妥当性確認又は検証アプローチ  

4 .4 .1  一般  
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4 .4 .2  妥当性確認又は検証の計画書  

4 .4 .3  サンプリング計画書  

A .8 .3 .3 .1 合意した妥当性確認、又は検証の基準に、A.1 .1 項の選択肢の一つ

を含めることが望ましい。  

A .8 .3 .3 .2 合意した妥当性確認又は検証の基準の原則を妥当性確認又は検証の

プロセスで使用しなければならない。妥当性確認及び検証の基準は、A.1 .1 項で

規定した要求事項に適合しなければならない。  

A .  8 .3 .3 .3 V/V 機関及び妥当性確認又は検証チームは、GHG に関する主張に

関する所見、結論、意見、意思決定の評価を含む、妥当性確認又は検証のプロセ

スを導く指針として、合意した妥当性確認又は検証の基準 (A .1 .1 項参照 )  の原

則を使用しなければならない。  

A .8 .3 .3 .4 プロジェクトの妥当性確認の場合、妥当性確認の目的に、計画され

たそのプロジェクトによって、主張されている GHG の排出量削減及び／又は吸

収量増加を合理的に達成できるか否かを含めることが望ましい。  

A .8 .3 .3 .5 検証の基準に ISO14064-1 が含まれる場合に関して、GHG 報告書

の発行は任意であるが、依頼者が検証を受けた GHG 報告書の公表という選択し

た場合は、検証機関は、その GHG 報告書が、 ISO14064-1 7.2 項、7 .3 項の

要求事項に適合していることを確認しなければならない。  

A .8 .3 .3 .6 検証の基準に ISO14064-1 が含まれる場合、組織が ISO14064-1

への適合を主張する GHG に関する主張を公表している際、検証機関は、その組

織が ISO14064-1 に準拠した GHG 報告書、又はその組織の GHG に関する主

張を対象とした独立した第三者検証機関による声明書を公開していることを確認

しなければならない。組織の GHG に関する主張が独立した立場から検証されて

いる場合は、検証声明書を意図した利用者が入手できるようにしなければならな

い。  

A .8 .3 .3 .7 妥当性確認の基準に ISO14064-2 が含まれる場合、GHG に関する

主 張 及 び 関 連 す る GHG プ ロ ジ ェ ク ト 情 報 の レ ビ ュ ー の 作 業 の 中 で 、

ISO14064-2 の 5 .3 項、5 .4 項、5 .5 項、5 .6 項、5 .7 項、5 .8 項、5.10 項に規

定された「基準及び手順の選択及び確立」の要求事項に対する正当性を依頼者が

実証していることに関する妥当性確認を行なわなければならない。  

A .8 .3 .3 .8 妥当性確認の基準 (A .1 .1 項参照 )で、ベースラインシナリオ・GHG

排出源・GHG 吸収源・GHG 貯蔵庫・監視プロセス等 ( ISO14064-2 の関連部分

参照 )の決定に関わる基準又は手順の選択及び確立をプロジェクト実施者又は依

頼者が行なうことを許可している場合、妥当性確認には、基準又は手順の選択の

正当性をプロジェクト実施者又は依頼者が実証していることに関する妥当性確認

を行わなければならない。  

A .8 .3 .3 .9 妥当性確認及び検証のアプローチの構築は、単に見積りで想定され
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た妥当性確認又は検証の所要期間のみならず、合意した基準、範囲、目的、保証

水準及び・重要性に基づくものでなければならない。妥当性確認又は検証の所要

期間は、計画プロセス実施中、必要に応じて、増減しなければならない。チーム

の力量は、計画プロセスの結果を受けて、その内容をレビューしなければならな

い。  

A .8 .3 .3 .10 V/V 機関は、計画プロセスへのインプットを行なうため、体系的

で、双方向の、そして必要な場合は反復的なプロセスを通し、十分な情報を入手

しなければならない。  

A .8 .3 .3 .11   V/V 機関は、妥当性確認又は検証のプロセスで収集した証拠及び

情報に照らして、計画プロセスの結果のレビューを行ない、準じて計画書を変更

しなければならない。  

A .8 .3 .3 .12  戦略分析からのアウトプットは、リスク評価、サンプリング計画

書、妥当性確認又は検証の計画書へのインプットとして採用しなければならない。  

注記 1：リスク評価は、妥当性確認又は検証の保証水準、重要性、基準、範囲、

目的について考慮すること。これらに変更が生じた場合は、リスク評価の深さ及

び度合いに影響を与える。  

注記 2 ：グループ化されたプロジェクトの GHG に関する主張、又は GHG イ

ンベントリーに複数の施設が含まれている場合の GHG に関する主張について、

妥当性確認又は検証計画書を作成する際に検討すべき課題については、附属書 B

を参照すること。  

A .8 .3 .3 .13 . V/V 機関は、計画している工数が、戦略分析とリスク評価の

結果として、作成したサンプリング計画書、及び妥当性確認又は検証の計画

書に準拠するうえで適切であることを確実にしなければならない。  

A .8 .3 .3 .14 . V/V 機関は、見積もった工数と、戦略分析とリスク評価の結

果に基づいて業務を実施するうえで必要となる工数との間に相反があれば、

その全てを確実に解決しなければならない。  

A .8 .3 .3 .15  妥当性確認又は検証の基準、範囲、重要性、保証水準又は目的の

何れかに関連する変更を発見した場合、又は依頼者とその変更について合意した

場合、あるいは、戦略分析及び又はリスク評価の結論に影響を与える所見を検出

した場合、V/V 機関は、妥当性確認又は検証の計画書、並びにサンプリング計

画書を修正しなければならない。  

A .8 .3 .3 .16  サンプルとして抽出する具体的なデータ及び情報は、妥当性確認

又は検証の計画の段階で決定しておかなければならない。データ及び情報の妥当

性確認又は検証の実施中にその場の判断で決めてはならない。サンプリング計画

書は、データ及び情報の妥当性確認又は検証を開始する前に、その詳細を決定し

て文書化しなければならない。サンプリング計画書は、妥当性確認又は検証の最

中に、必要に応じて修正しなければならない。サンプリング計画書の作成では、
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合意した範囲、基準、目的、保証水準、重要性を達成するために必要な情報、証

拠、データの量を決定しなければならない。  

A .8 .3 .3 .17  妥当性確認又は検証の計画書を承認する際、妥当性確認又は検証

チームのリーダーは、その計画書に漏れがないこと、その計画書の構成要素を全

て合わせると、妥当性確認又は検証の業務で合意した基準・範囲・目的・保証水

準・重要性と整合のとれた、漏れのない妥当性確認又は検証のプロセスになるこ

とを確実にしなければならない。  

A .8 .3 .3 .18  妥当性確認又は検証のチームリーダーは計画書を承認する際、妥

当性確認又は検証の所要期間・チームの力量、及びチームメンバーの任務が適切

であり、その妥当性確認又は検証のニーズを満たしていることを確実にしなけれ

ばならない。  

A  8 .3 .3 .19 妥当性確認及び検証チームは、妥当性確認又は検証の計画書と、

契約で合意した目的、範囲、基準、保証水準及び重要性との間で整合が確実にと

れるようにしなければならない。合意内容からの逸脱があり、それが承認された

場合は全て、妥当性確認又は検証の文書類に明記しなければならない。  

A .8 .3 .3 .20 附属書 C を用いて、妥当性確認又は、検証のプロセス及びシステ

ムの説明及び支援を行なうこともできる。  

8 .4  妥当性確認、又は検証  

ISO14064-3   

4 .5 GHG情報システム及び情報システム統制の評価   

4 .6 GHGデータ及び情報の評価   

4 .7 妥当性確認又は検証の基準に照らしたの評価  

4 .8 GHGに関する主張の評価  

A .8 .4 .1   妥当性確認又は検証は、提示された情報及びデータが正しいと証明さ

れるまでは間違っているかもしれないと想定する職業専門家としての懐疑心を持

って実施し、関係する利害関係者、又は市場の関心事、適用する妥当性確認又は

検証の基準、関連する原則を考慮に入れて実施しなければならない。  

A .8 .4 .2 .  検証機関は、前回の検証以降、GHG プロジェクト又は組織の体制、

GHG プロジェクト計画書、GHG インベントリーに変更があれば、その変更全

てについてレビューしなければならない。GHG プロジェクトの検証の場合、検

証機関は、次の事項について検討しなければならない。  

•  妥当性確認報告書の未解決事項  

•  プロジェクト実施状況  

•  GHG 排出量の決定の正当性の根拠を示すために使用されている外部の

情報及びデータの信頼性  

A .8 .4 .3  プロジェクトの GHG に関する主張の検証の場合、組織の GHG に関す
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る主張の検証に加えて、次の事項を実施すること :   

•  そのプロジェクトの妥当性確認報告書のレビュー   

•  その GHG プロジェクト計画書への変更点全ての検証。これには次の事

項を含める  

•  特定された GHG の排出源・吸収源・貯蔵庫  

•  ベースラインシナリオ  

•  ベースラインシナリオに適用される GHG の排出源・吸収源・貯

蔵庫の選定及び定量化  

•  その GHG プロジェクトの監視  

•  「基準及び手順の選択及び確立」 (A .8 .3 .3 .7 項及び A.8 .3 .3 .8 項参照 )

の正当性の根拠の証明に関わる変更、並びにその実施に関わる変更全て

の検証   

•  利害関係者、責任当事者 (GHG プログラムによってはプロジェクト実施

者の場合もある )、依頼者、意図した利用者 (各用語の定義については

ISO14064-3  参照 )の間での組織的関係及び相互作用におけるあらゆる

変更の検証   

A .8 .4 .4   GHG 情報システム及び統制の実施によるリスク緩和の度合いによっ

て、妥当性確認又は検証のサンプリングの詳細さ及び程度を変更しなければなら

ない。  

注記  -  ISO14064-3 では、GHG 情報システム又は統制を整備することを組織

又はプロジェクトに求める要求事項はなく、また、GHG 情報システム又は統制

が ISO14064-3 の 4.5 項に適合することも要求していない。   

A .8 .4 .5  妥当性確認又は検証の基準 (A .1 .1 項参照 )に、GHG 情報システム又は

統制に関連する要求事項が含まれる場合、それらの要求事項への適合も、妥当性

確認、又は検証の対象としなければならない。   

A .8 .4 .6  GHG のデータ及び情報に、誤り、脱漏、虚偽記載が見つかった場合、

妥当性確認及び検証チームは、依頼者による修正を要求し、サンプリングを増や

さなければならない。誤り、脱漏、虚偽記載が修正できない場合は、V/V 機関

は、妥当性確認又は検証の声明書に限定条件を付けなければならない。  

注記：妥当性確認又は検証の声明書に限定条件を付ける意味については、

ISO14064-3 の  A .2 .9 .2 項を参照すること。  

A .8 .4 .7  GHG のデータ及び情報の評価には、GHG のデータと及び情報の処理

又は作成に使われるソフトウエア及びハードウエアの運用性の確認を含めること。   

注記：  このようなハードウエア及びソフトウエアについては、例えば、ソフト

ウエアの妥当性確認、該当する場合はデータのバックアップ、監視装置の校正、

外部データの信頼性等の問題を始めとする管理について考慮に入れることが望ま

しい。  
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A.8 .4 .8  V /V 機関は、GHG に関する主張が、妥当性確認又は検証の基準 (A .1 .1

項参照 )に適合しているか否かどうかを決定するにあたって、合意した妥当性確

認又は、検証の基準 (A .1 .1 項参照 )で規定された関連する定義を考慮しなければ

ならない。   

A .8 .4 .9  GHG に関する主張の評価へのインプットには、次の事項を含まなけれ

ばならない。  

•  範囲、基準、目的、保証水準及び重要性に関する契約上の要求事項、並び

にあらゆる妥当性確認又は検証の基準 (A .1 .1 項参照 )に固有の要求事項   

•  GHG に関する主張  

•  戦略分析及びリスク評価からのアウトプット  

•  GHG 情報システム及び統制の評価からのアウトプット  

•  GHG のデータ及び情報の評価からのアウトプット  

•  妥当性確認又は検証の基準に評価からのアウトプット  

A .8 .4 .10  GHG に関する主張に関連する重大な不一致のリスクを評価する際、

V/V 機関は、次の事項を考慮しなければならない。  

•  意図した利用者の見解  

•  GHG のあらゆる排出源、吸収源及び貯蔵庫からのさまざまな GHG 排出量

の関連性及び相対的寄与  

•  GHG 情報システム及び統制の妥当性  

•  組織又は GHG プロジェクトの運用の複雑さ  

•  GHG プロジェクト又は組織に適用される監視プロセス  

•  該当する場合、今までの妥当性確認又は検証から出された関連する証拠  

A .8 .4 .11  GHG に関する主張の評価からのアウトプットでは、次の事項を確認

しなければならない。  

•  契約で合意した範囲、基準、目的、重要性及び保証水準に従って GHG に

関する主張の妥当性確認又は検証を実施するうえで、収集した証拠が十分

であること。  

•  実施した妥当性確認及び検証のプロセスにより、合意した保証水準に達し

ていること。  

•  サンプリングとその結果が、GHG に関する主張に重大な不一致がないとい

う結論を裏付けている、又は裏付けていないこと。  

•  妥当性確認又は検証のプロセスからの証拠及び所見、並びに合意した範囲、

目的、基準、重要性、保証水準に基づいて、GHG に関する主張に重大な不

一致がないこと。このような結論に達するには、証拠と所見が十分でない

場合は、次のいずれかを確認しなければならない。  

  業務の保証水準及び /又は重要性を変更すること  

又は、  
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  次に示す意見の選択肢から一つを選んでもよい  

•  「反対意見」  

•  「限定条件付き」  

•  意見の差し控え  

注記 1：  妥当性確認又は検証の「反対意見声明書」及び「付帯条件

付き声明書」の詳細については、 ISO 14064-3 の  A .2 .9 .2 項  及び

A.2 .9 .3 .項参照すること。  

注記 2：妥当性確認又は検証の「反対意見声明書」又は「限定条件

付き声明書」は、限定的な保証水準又は妥当な保証水準に関わる用

語と混同しないこと。 ISO14064-3 の  A .2 .3 .2 .項参照。  

A .8 .4 .12  妥当性確認及び検証チームは、チームとしての提言を立証し裏付ける

証拠及び所見を V/V 機関に提示しなければならない。その証拠及び所見は、合

意した妥当性確認又は検証の計画書、並びにサンプリング計画書と関連付けられ

ており、V/V 機関が効果的かつ独立したレビューを実施するために十分なもの

内容でなければならない。（ ISO14064-3   4 .9 項参照）  

A .8 .4 .13  妥当性確認及び検証チームは、妥当性確認又は検証の声明書の草案を

V/V 機関に提出し、V/V 機関によるレビューと承認を受けることが望ましい。  

注記：妥当性確認又は検証の声明書草案は、依頼者に提出することもある。  

A .8 .4 .14  妥当性確認又は検証チームは、重大な不一致の全てを依頼者に報告し、

それらが妥当性確認又は検証の声明書に与える影響について説明することを確実

にしなければならない。  

8 .5  妥当性確認又は検証の声明書のレビューと発行  

ISO 14064-3   

4 .9 妥当性確認及び検証の声明書  

A .8 .5 .1   結論を出すにあたり ( ISO14065 8 .5 項参照 )、独立した立場でレビュ

ーを行なう者は、次に示すものから生じる証拠を考慮しなければならない。  

•  妥当性確認又は検証の計画書、サンプリング計画及び妥当性確認又は検証

のプロセス、記載された結論及び意見が、保証水準、重要性、基準、目的

及び範囲に関する合意と整合していること  

•  戦略分析及びリスク評価から出された所見  

•  妥当性確認及び検証のプロセスの設計、並びに記載された結論及び意見が

契約の要求事項と整合していること  

•  妥当性確認又は検証の計画書及びサンプリング計画書の変更  

•  結論を導き出すもととなった GHG のデータ及び情報  



IAF MD 6:2009 
International Accreditation Forum, Inc.  

 
Page 23 of 53

Issue 1 IAF Mandatory Document on Application of 
ISO14065:2007 

 

 
   
Issued: February 15, 2009 Application Date: February 15, 2010            IAF-MD6-2009 Issue 1 

© International Accreditation Forum, Inc. 2009 

•  GHG に関する主張に対する提言  

A .8 .5 .2 .  独立した立場でレビューを行なう者は、妥当性確認及び検証の声明書

が妥当性確認又は検証の活動から出された所見と整合しているか、記載されたそ

の結論と意見が妥当性確認又は検証から出された所見と整合しているか、重大な

事項が欠落していないかを決定しなければならない。  

A .8 .5 .3 独立した立場でレビューを行なう者は、妥当性確認又は検証の声明書が、

妥当性確認又は検証の基準 (A .1 .1 項参照 )で示された、妥当性確認又は検証の声

明書に関する要求事項を満たしているか否かを決定づけなければならない。妥当

性確認又は検証の基準に妥当性確認又は検証の声明意見書に関するを要求事項が

ない場合は、妥当性確認又は検証の声明書は、 ISO14064-3  4 .9 項に適合して

いなければならない。   

A .8 .5 .4 .  組織又はプロジェクトに関わる定量的な GHG 排出量データが含まれ

ていない GHG に関する主張の場合、認定を受けた妥当性確認及び／又は検証の

声明書は、次の条件を全て満たす場合にのみ、発行しなければならない。  

•  初回の妥当性確認又は検証の声明書を提示した後、依頼者が新たな GHG

報告書、GHG プロジェクト計画書、或いは GHG に関する主張を提示した

場合は、それらが妥当性確認又は検証の対象となるという法的合意が、

V/V 機関と依頼者の間で交わされている。  

•  組織に関しては、 ISO14064-1 の 7 .3 項に適合した GHG 検証報告書が、

検証範囲に含まれている。  

•  ISO14064-1 又は ISO14064-2 が、妥当性確認又は検証の基準に含まれて

おり、その要求事項が緩和されていない。  

•  妥当性確認又は検証の声明書に、何について妥当性確認／検証が行なわれ

たかが明確に示されており、マネジメントシステム認証証又は適合声明書

に関わる文言が使用されていない。  

A .8 .5 .5 妥当性確認及び検証の声明書は、   

•  ISO14064-3 の 4 .9 項に適合していなければならない。但し、法規制の要

求事項が 4.9 項と異なる場合はこの限りではない。  

•  V/V 機関によるレビュー結果と整合していなければならない。  

•  責任当事者に対して発行していなければならない。  

A .8 .5 .6 自主市場では、保証水準は、妥当性確認又は検証の中でさまざまに異

なる可能性があり、このため、データと情報の中には合理的保証水準を確保す

るものと限定的な保証水準を確保するものがある。この場合、妥当性確認又は

検証の声明書には、各結論について適用される保証水準、並びに、各結論が最

終的な意見にどのように影響を及ぼすかを明記にしなければならない。  

8 .6  記録  

8 .7  妥当性確認又は検証の後に発見された事実  
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9 .  異議申し立て  

10 .  苦情  

11 .  特別妥当性確認又は検証  

12 .  マネジメントシステム  

A .12 .1 マネジメントシステムは、これらの規格及び関連する業務の要求事項に関す

る整合性ある適用を確実にするため、十分に文書化しておくことが望ましい。  

 

 

 

 

IAF 基準文書の終わり  
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附属書 A (強制) 

プロジェクトの妥当性確認、及びプロジェクト又は組織の検証に関わる力量基準 

力量に対する一般基準 

本項は、ISO14065  6 項に基づくものである。左端の欄には関連する ISO14065 の要求事項 、その右の三つの欄には、次に関わる一般的な力量基

準を規定している。 

• プロジェクトの妥当性確認 

• プロジェクトの検証 

• 組織の検証 

注記 1－この本文は、ISO14066（WD2）より採用している。 

注記 2－本附属書は、ISO 14066 発行をもって廃止する。 

 

力量に関わる

ISO14065 要求事項 
力量基準 

 プロジェクトの妥当性確認 プロジェクトの検証 組織の検証 
6.3.2 項   
妥当性確認又は検証 
チームの知識 
-GHG プログラムに関

する知識及び技能 
 

知識 
妥当性確認を行なう者は、該当する

GHG プログラムに関して、次の事項を

含めた知識をもたなければならない。 
a) 適格性に関する要求事項(注記：法的

要求事項も含まれる) 
b) 異なる管轄地域における実施 
c） セクター及び技術領域を含む許容さ

知識 
検証を行なう者は、該当する GHG プ

ログラムに関して、次の事項を含め

た知識をもたなければならない。 
a) 適格性に関する要求事項（注記：法

的要求事項も含まれる） 
b) 許容されるプロセス、セクター、技

術領域 

知識 
検証を行なう者は、該当する GHG プ

ログラムに関して、次の事項を含めた

知識をもたなければならない。 
a) 適格性に関する要求事項（注記：法

的要求事項も含まれる） 
b)  許容されるプロセス、セクター、技

術領域 
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力量に関わる

ISO14065 要求事項 
力量基準 

 プロジェクトの妥当性確認 プロジェクトの検証 組織の検証 
れるプロジェクト境界及びプロジェ

クト 
d） 地理的位置に伴う制約 
e） 妥当性確認の要求事項及び指針 
f) 報告の対象となる GHG 排出量の範

囲(範囲に関する指針については、

ISO 14064-3 の A.2.3.7 項 参照) 
 

技能 
妥当性確認を行なう者は、該当する

GHG プログラムに関して、次の事項を

含めた技能をもたなければならない。 
a) GHG プログラム要求事項の理解 
b) 妥当性確認プロセス並びにプロジェ

クトに関連する特殊な事項の理解。

これには次の事項が含まれるが、こ

れに限らない。 
・リーケージ 
・追加性 
・ベースライン設定 
・監視及び報告 
注記：ISO14064-3 より引用 

c)  妥当性確認に関連する事項につい

て、適切な言語で、効果的にコミュニ

c) 許容される GHG の排出源、吸収

源、削減量 
d) 地理的境界 
e) 異なる経済圏に適用される際、GHG

プログラム要求事項に加える変更が

もたらす結果 
f) プロジェクトの検証、プログラム固

有の検証の要求事項及び指針 
 

技能 
検証を行なう者は、該当する GHG プ

ログラムに関して、次の事項を含めた

技能をもたなければならない。 
a) GHG プログラム要求事項の理解 
b) 検証のプロセス並びにプロジェクト

に関連する特殊な事項の理解。これ

には次の事項が含まれるが、これに

限らない。。 
• リーケージ 
• 追加性 
• ベースライン設定 
• 監視及び報告 

c) 検証プロセス、並びにプロジェクト

に関連する特殊な事項の理解。これ

c)    許容される GHG の排出源、吸収

源、削減量 
d)  地理的境界、報告の対象とな

る GHG 排出量の範囲 
e) 異なる経済圏に適用される際、GHG
プログラム要求事項に加える変更がも

たらす結果 
f) 組織の検証、プログラム固有の検証の

要求事項及び指針 
 
技能 
検証を行なう者は、該当する GHG プ

ログラムに関して、次の事項を含めた

技能をもたなければならない。 
a) GHG プログラム要求事項の理解 
b) 検証のプロセス、並びに組織に関連

する特殊な事項の理解。これには次

の事項が含まれるが、但し、これに

限らない。 
• リーケージ 
• 追加性 
• ベースライン設定 
• 監視及び報告 

c) 検証のプロセス、並びに組織に関連
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力量に関わる

ISO14065 要求事項 
力量基準 

 プロジェクトの妥当性確認 プロジェクトの検証 組織の検証 
ケーションを行なう技能には、通常、

次が含まれる。 
• 妥当性確認プロセスを説明する

能力 
• 求められている回答を相手が理

解できるようなかたちで、質問

する能力 
• 妥当性確認プロセスから出され

る所見、並びにそれがもたらす

結果を説明する能力 
• 所見が意味することを説明でき

する能力  
• 妥当性確認の活動から出される

所見の分析に基づき、妥当性確

認声明書を作成する能力。これ

には、妥当性確認声明書に相応

しい用語及び言語の使用を理解

する能力も含まれる。 

には次の事項が含まれるが、これに

限らない。 
• 監視 
• 報告 

d)   検証に関連する事項について、適切

な言語で、効果的にコミュニケーシ

ョンを行なう技能には、通常、次が

含まれる。 
• 検証プロセスを説明する能力 
• 求められている回答を相手が理

解できるようなかたちで、質問

する能力 
• 検証プロセスから出される所

見、並びそれがもたらす結果を

説明する能力 
• 所見が意味することを説明する

能力  
• 検証の活動から出される所見の

分析に基づき、検証声明書を作

成する能力。これには、検証声

明書に相応しい用語及び言語の

使用を理解する能力も含まれ

る。 
 

する特殊な事項の理解。これには次

の事項が含まれるが、これに限らな

い。 
• 監視 
• 報告 

d)   検証に関連する事項について、適切

な言語で、効果的にコミュニケーシ

ョンを行なう技能には、通常、次が

含まれる。 
• 検証プロセスを説明する能力 
• 求められている回答を相手が理

解できるようなかたちで、質問

する能力 
• 検証プロセスから出される所

見、並びにそれがもたらす結果

を説明する能力 
• 所見が意味することを説明する

能力  
• 検証の活動から出される所見の

分析に基づき、検証声明書を作

成する能力。これには、検証声

明書に相応しい用語及び言語の

使用を理解する能力も含まれ

る。 
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力量に関わる

ISO14065 要求事項 
力量基準 

 プロジェクトの妥当性確認 プロジェクトの検証 組織の検証 
6.3.3 項  
妥当性確認又は検証 
チームの専門知識 

知識 
妥当性確認を行なう者は、次の事項を

含めた技術的知識をもたなければなら

ない。 
a) GHG、GWP（地球温暖化係

数）、活動データ、排出係数 
b) 次の事項のプロジェクトレベルで

の適用 
－関連する GHG の排出源、吸収源、

貯蔵庫(SSR) 
－排出係数の定量化を始めとする、定

量化の方法論 
－監視技術 
－GHG 排出量削減に影響を及ぼす主

要な要因 
 

技能 
妥当性確認を行なう者は、次の事項を

含めた技術的技能をもたなければなら

ない。 
a) 特定のプロジェクトタイプに関連す

るリーケージの源を特定する。 
b)   プロジェクトのベースライン、並び

に特定のプロジェクトタイプのベー

知識 
検証を行なう者は、次の事項を含めた

技術的知識をもたなければならない。 
a) GHG、GWP（地球温暖化係数）、

活動データ、排出係数 
b)    関連する GHG の排出源、吸収

源、貯蔵庫（SSR) 
c)  定量化の方法論（例、探針を使った

直接測定、ベースライン又はインプ

ットデータを使用した算定、変換係

数の使用、化学量論的算定、推定

法、並びにこれらのアプローチが保

守的であることなどがあるが、但

し、これに限らない） 
d)   監視技術（例えば、装置の正しい設

置及び使用、校正手順及びデータ品

質がもたらす結果、監視装置の点

検、精度、不確かさ、ソフトウエア

による GHG に関する主張の解釈な

どがあるが、但しこれに限らな

い。） 
e)  GHG 排出量削減に影響を及ぼす主

要な要因 
 

知識 
検証を行なう者は、次の事項を含めた

技術的知識をもたなければならない。 
a) GHG、GWP（地球温暖化係数）、

活動データ、排出係数 
b)   次の事項の組織レベルでの適用 
・ 関連する GHG の排出源、吸収源、

貯蔵庫（SSR) 
 重要性 
 定量化の方法論（例えば、探針を

使った直接測定、ベースライン又

はインプットデータを使用した算

定、変換係数の使用、化学量論的

算定、推定法、並びにこれらのア

プローチが保守的か等あるが、但

し、これに限らない。）監視技術

（例えば、装置の正しい設置及び

使用、校正手順及びデータ品質が

もたらす結果、監視装置の点検、

精度、不確かさ、ソフトウエアに

よる GHG に関する主張の解釈。

但し、これらに限らない。） 
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力量に関わる

ISO14065 要求事項 
力量基準 

 プロジェクトの妥当性確認 プロジェクトの検証 組織の検証 
スラインに関係する GHG の SSR
を特定すること。 

c)  特定のプロジェクトタイプの GHG
の SSR を特定すること。 

d)  GHG に関する主張の完全性を評価

する。 
e)  GHG に関する主張の保守性を評価

する。 
f)  GHG に関する主張が GHG プログラ

ム要求事項を満たしているか否かを

評価する。 
g) GHG に関する主張で何が重要か、並

びに GHG に関する主張で何をチェ

ックすべきかを決定する。 
（リスク評価による サンプリング） 
h) GHG に関する主張の重要性に影響

を与える可能性のある状況を特定す

る。これには代表的な運用条件の場

合と代表的ではない運用条件の場合

の何れも含む。 
i)    プロジェクトの境界、又はダブルカ

ウンティング／所有に関するクレー

ムの可能性のあるその他の問題を巡

る潜在的な対立に対応するために、

技能 
検証を行なう者は、次の事項を含めた

プロジェクトレベルの技術的な検証の

技能をもたなければならない。 
a) 特定のプロジェクトに関わるリーケ

ージの源を特定する。  
b) プロジェクトのベースライン、並び

に特定のプロジェクトタイプのベー

スラインに関係する GHG の SSR
を特定する。 

c) 特定のプロジェクトタイプの GHG
の SSR を特定する。 

d)  GHG に関する主張の完全性を評価

する。 
e)  GHG に関する主張の保守性を評価

する。 
f) GHG に関する主張が GHG プログラ

ム要求事項を満たしているか否かを

評価する。 
g) GHG に関する主張で何が重要か、並

びに GHG に関する主張で何をチェ

ックすべきかを決定する。 
（リスク評価による サンプリング） 

h)  GHG に関する主張の重要性に影響

技能 
検証を行なう者は、次の事項を含めた

組織レベルの技術的な検証の技能をも

たなければならない。 
a) プロセス図、土地平面図、又は他の

データ源から、GHG の SSR を特定

する。 
b) 組織のデータから GHG の SSR を

特定する。 
c)  GHG に関する主張の完全性を評価

する。 
d)  GHG に関する主張の保守性を評価

する。 
e)  GHG に関する主張が GHG プログ

ラム要求事項を満たしているか否か

を評価する。 
f)  GHG に関する主張で何が重要か、並

びに GHG に関する主張で何をチェ

ックすべきかを決定する。 
（リスク評価による サンプリング） 

g)    組織の境界、又はダブルカウンテ

ィング／所有に関するクレームの可

能性のあるその他の問題を巡る潜在

的な対立に対応するために、妥当性
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力量に関わる

ISO14065 要求事項 
力量基準 

 プロジェクトの妥当性確認 プロジェクトの検証 組織の検証 
妥当性確認の関係者間で結ばれた契

約又はその他の合意書（財務情報を

含む）を理解する。 
j)   ISO14064-2 の場合、プロジェクト

実施者が使用する次に示す事項に関

する基準(ISO14064-2 の要求事項)
を追加的に評価する。 

－  基礎となる仮定も含めて、ベースラ

インシナリオを選定し、その正当性

の根拠を証明し、定量化する基準 
－  ベースラインシナリオの保守性の決

定 
－  ベースラインプロジェクト及び

GHG プロジェクトの境界を特定す

る 
－  ベースラインシナリオと GHG プロ

ジェクトのタイプ、活動のレベル、

商品又はサービスの同等性を実証す

る 
－  GHG プロジェクトが、ベースライ

ンシナリオの活動に対して、追加性

を有していることを実証する基準 
－ 適切な場合、リーケージやパフォー

マンスなどの GHG プログラム要求

を与える可能性のある状況を特定す

る。これには代表的な運用条件の場

合と代表的ではない運用条件の場合

の何れも含む。 
i)    プロジェクトの境界、又はダブルカ

ウンティング／所有に関するクレー

ムの可能性のあるその他の問題を巡

る潜在的な対立に対応するために、

妥当性確認の関係者間で結ばれた契

約又はその他の合意（財務情報を含

む）を理解する。 
j) ISO14064-2 の場合、プロジェクト

実施者が使用する次に示す事項に関

する基準(ISO14064-2 の要求事項)を
追加的に評価する。 

－GHG プロジェクト活動が、ベースラ

インシナリオの活動に対して、追加

性を有していることを実証する 
－適切な場合、リーケージやパフォー

マンスなどの GHG プログラム要求

事項に対する適合性を実証する 
k) 該当する GHG プログラムについて

は、プロジェクトの次の側面を評価

する 

確認の関係者間で結ばれた契約又は

その他の合意（財務情報を含む）を

理解する。 
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力量に関わる

ISO14065 要求事項 
力量基準 

 プロジェクトの妥当性確認 プロジェクトの検証 組織の検証 
事項に対する適合性を実証する 

－  関係する利害関係者の関心事に配慮

した、プロジェクトベースラインシ

ナリオモニタリング方法論を綿密に

評価する 
k) 該当する GHG プログラムについて

は、プロジェクトの次の側面を評価

する 
－  基本となる仮定も含めた、ベースラ

インシナリオ 
－  ベースラインシナリオの保守性 
－  ベースラインシナリオ及び GHG プ

ロジェクトの境界 
－  ベースラインシナリオと GHG プロ

ジェクトのタイプ、活動のレベル、

商品又はサービスの同等性 
－  リーケージや永続性 
－  関係する利害関係者の関心事に配慮

した、プロジェクトベースラインシ

ナリオとモニタリング方法論 

－活動が、ベースラインシナリオの活

動に対して、追加性を有している 
－リーケージや永続性 

6.3.4 項  
妥当性確認チーム又は

検証 チームのデータ

及び情報の監査に関す

注記：妥当性確認では、データの評価

前に、情報、仮定及び声明書につい

て、その適格性、完全性、一貫性、正

確性、透明性、保守性について評価す

注記：検証ではデータが焦点となる傾向

はあるが、データと情報について、その

適格性、完全性、一貫性、正確性、透明

性、保守性について評価する必要があ

注記：検証ではデータが焦点となる傾向

はあるが、データと情報について、その

適格性、完全性、一貫性、正確性、透明

性、保守性について評価する必要があ
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力量に関わる

ISO14065 要求事項 
力量基準 

 プロジェクトの妥当性確認 プロジェクトの検証 組織の検証 
る専門知識 る必要がある。 

 
知識 
妥当性確認を行なう者は、データと

情報に関する評価について、次の事

項を含めた知識をもたなければなら

ない。 
a) データと情報の審査方法論 
b) リスク評価の方法論 
c) GHG 情報システム 
d) 内部統制システム 
 
技能 
妥当性確認を行なう者は、次の事項

を含めたデータと情報の評価の技能

をもたなければならない。 
a) 何が重要で(データと情報）テスト

すべきなのかを決定する。（戦略分

析） 
b) 重要をいかにテストするかを決定

する。（リスク評価） 
c) 戦略分析及びリスク評価に基づき、

データと情報のサンプリング計画書

を作成する。 

る。 
 
知識 
検証を行なう者は、データと情報に

関する評価について、次の事項を含

めた知識をもたなければならない。 
a) データと情報の審査方法論 
b) データと情報のサンプリングの検

証に適用するリスク評価の方法論

c) データと情報のサンプリング手法

d) GHG 情報システム 
 
技能 
検証を行なう者は、次の事項を含め

たデータと情報の評価の技能をもた

なければならない。 
a)  戦略分析とリスク評価へのインプッ

トとして、管理システムの初期の有

効性を評価する 
b) どのデータと情報が重要で、テスト

すべきなのかを決定する（戦略分析） 
c) 重要課題をいかにテストするかを決

定する（リスク評価）。 
d) 戦略分析及びリスク評価に基づき、

る。 
 
知識 
検証を行なう者は、データと情報に関

する評価について、次の事項を含めた

知識をもたなければならない。 
a) データと情報の審査方法論 
b) データと情報のサンプリングの検

証に適用するリスク評価の方法論 
c) データと情報のサンプリング手法 
d) GHG 情報システム 
 
技能 
検証を行なう者は、次の事項を含めた

データと情報の評価の技能をもたなけ

ればならない。 
a)  戦略分析とリスク分析へのインプッ

トとして、管理システムの初期の有

効性を評価する 
b) どのデータと情報が重要で、テスト 
すべきなのかを決定する（戦略分析） 
c) 重要課題をいかにテストするかを決

定する（リスク評価）。 
d) 戦略分析及びリスク分析に基づき、
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力量に関わる

ISO14065 要求事項 
力量基準 

 プロジェクトの妥当性確認 プロジェクトの検証 組織の検証 
d) 妥当性確認活動から出された所見に

基づき、データと情報のサンプリン

グ計画書を改定する。 
e) データと情報のサンプリング計画書

を実行する。これには次の事項が含

まれる。 
・GHG に関する主張と矛盾する情

報、声明書、事実を特定する審査

プロセスを利用する 
・GHG に関する主張の中の仮定と声

明書の正当性を確かめる 
f) 是正処置、並びに是正処置のデータ

と情報の評価への影響を見極め

る。 
g) 戦略分析及びリスク評価を実施し、

必要に応じ修正し、GHG プログラ

ム要求事項に配慮しつつ、保証水

準、重要性、妥当性確認の基準、

目的、範囲に基づき、データと情

報の適切なサンプリング計画書を

作成する。  
h) データと情報の評価から出された所

見に基づいて報告されたデータと

情報について、意思決定を行なう

データと情報のサンプリング計画を

作成する。 
e) 検証活動から出された所見での指摘

事項に基づき、データと情報のサン

プリング計画書を改定する。 
f) データと情報のサンプリング計画書

を実行する。これには次の事項が含

まれる。 
－複雑なデータ収集/記録、インターフ

ェースを管理する。 
－データ改ざんプロセスとその課題 
－実際のデータシステムの問題と障害

を特定し、適切な処置を講じる（す

なわち、データと情報のサンプリン

グ計画書を改定して、サンプル数を

増やし、潜在的な不適合と重大な不

一致を報告する） 
－GHG に関する主張と矛盾する情報、

声明書、事実を特定する審査プロセ

スを利用する。 
－GHG に関する主張の中の仮定と声明

書の正当性を確かめる。 
g) 是正処置、並びに、是正処置の

データと情報の評価への影響を見極

データと情報のサンプリング計画を

作成する。 
e) 検証活動から出された所見に基づ

き、データと情報のサンプリング計

画を改定する。 
f) データと情報のサンプリング計画書

を実行にする。これには次の事項が

含まれる。 
－複雑なデータ収集／記録、インター

フェースを管理する。 
－データ改ざんのプロセスとその課題 
－実際のデータシステムの問題と障害

を特定し、適切な処置を講じる。

（すなわち、データと情報のサンプ

リング計画書を改定して、サンプル

数を増やし、潜在的な不適合と重大

な不一致を報告する）。 
－GHG に関する主張と矛盾する情報、

声明書、事実を特定するの審査プロ

セスを利用する。 
－GHG に関する主張の中の仮定と声明

書の正当性を確かめる。 
g) 是正処置並びに、是正処置のデー

タと情報の評価への影響を見極め
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力量に関わる

ISO14065 要求事項 
力量基準 

 プロジェクトの妥当性確認 プロジェクトの検証 組織の検証 
をする。 

i) 意思決定を裏付ける適切な証拠と情

報を照合する。 
j) GHG に関する主張の重要性に関わ

るさまざまなデータの流れの影響

を評価する。 

める。 
h) 戦略分析及びリスク評価を実施

し、必要に応じ修正し、保証水準、

重要性、検証の基準、目的そして範

囲に基づき、データと情報の適切な

サンプリング計画を作成する。  
i) データと情報の評価から出された所

見に基づいて報告されたデータと情

報について、意思決定を行なう。 
j) 意思決定を裏付ける適切な証拠と情

報を照合する。 
k)プロジェクト実施者又は組織が、信

頼できる GHG に関する主張の作成

に必要なデータを特定し、収集し、

分析し、報告しているか否か、そし

て、関連する GHG プログラム又は

規格の要求事項に関わる不適合があ

ればその全てに対応する是正処置を

体系的に講じているか否か、を決定

するため GHG 情報システムを評価

する。 
 
 
 

る。 
h) 戦略分析及びリスク評価を実施

し、必要に応じ修正し、保証水準、

重要性、検証の基準、目的そして範

囲に基づき、データと情報の適切な

サンプリング計画を作成する。  
i) データと情報の評価から出された所

見に基づいて報告されたデータと情

報について、意思決定を行なう。 
j) 意思決定を裏付ける適切な証拠と情

報を照合する。 
k)プロジェクト実施者又は組織が、信

頼できる GHG に関する主張の作成に

必要なデータを特定し、収集し、分析

し、報告しているか否か、そして、関

連する GHG プログラム又は規格の要

求事項に関わる不適合があればその全

てに対応する是正処置を体系的に講じ

ているか否か、を決定するため、GHG
情報システムを評価する。 
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力量に関わる

ISO14065 要求事項 
力量基準 

 プロジェクトの妥当性確認 プロジェクトの検証 組織の検証 
6.3.5 項 
特定の GHG プロジェ

クトの妥当性確認 チ
ームに固有の力量 

知識 
妥当性確認を行なう者は、次の事項

を含めたプロジェクト固有の妥当性

確認の知識をもたなければならな

い。 
a) 例えば次のようなプロジェクトレベ

ルの概念 
• 保守性 
• 同等性 
• 追加性 
• リーケージ 
• 永続性 

b） 次の事項に関する共通のプロセ

ス、手順及び／又は方法論 
・ベースラインの選択 
・GHG プロジェクト境界の設定 
・追加性の評価 
 
技能 
妥当性確認を行なう者は、次の事項

を含めたプロジェクト固有の妥当性

確認の技能をもたなければならな

い。 
a) ベースラインの選択において、
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力量に関わる

ISO14065 要求事項 
力量基準 

 プロジェクトの妥当性確認 プロジェクトの検証 組織の検証 
プロセス、手順及び／又は方法論が

効果的に適用されているか否かを評

価する。 
b) ベースラインの選択のレビュー

を行ない、誤り及び／又は脱漏を検

出する。 
c) ベースラインの保守性を評価する。 
d) 選択したプロジェクト境界をレ

ビューし、誤り及び／又は脱漏を検

出する。 
e) プロジェクトとベースラインシナリ

オの比較し、評価する。 
f) プロジェクトとベースラインシナリ

オの評価に関する業界固有の知識を

適用する。 
g)  追加性に関する要求事項を評価す

る。 
6.3.6 項 GHG プロジ

ェクトの検証 チーム

に固有の力量  

 知識 
検証を行なう者は、次の事項を含め

たプロジェクト検証の知識をもたな

ければならない。 
a) 次のようなプロジェクトレベルの

概念の適用 
－保守性 
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力量に関わる

ISO14065 要求事項 
力量基準 

 プロジェクトの妥当性確認 プロジェクトの検証 組織の検証 
－同等性 
－追加性 
－リーケージ 
－永続性 

b) プロジェクト計画書と実際の結果

を比較するための、共通のプロセ

ス、手順及び／又は方法論 
 
技能 
検証を行なう者は、次の事項を含め

たプロジェクト検証の技能をもたな

ければならない。 
a) 予想と実際の結果を比較する  
b) GHG プロジェクト計画書と実際のプ

ロジェクト実施との不一致を特定す

る（ベースライン、プロジェクトの

境界、追加性、モニタリング計画を

含む）。 
c) 上記の評価に基づき、適切な処置を

講じる。 
d) クリティカルシンキングをもって、

妥当性確認を受けた GHG プロジェ

クト計画書を評価する 
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力量に関わる

ISO14065 要求事項 
力量基準 

 プロジェクトの妥当性確認 プロジェクトの検証 組織の検証 
6.3.7 項  
妥当性確認チーム又は

検証 チームのリーダ

ーに固有の力量 
 

知識 
チームリーダーは、次の事項を含め

た十分な妥当性確認の知識をもたな

ければならない。 
a) 業務範囲、基準、目的、重要性、

保証水準 
b) チームメンバーの力量 
c) その妥当性確認業務に該当する場

合、妥当性確認に関連するリスク

 
技能 
チームリーダーは、次の事項を含め

た十分な妥当性確認の技能をもたな

ければならない。。 
a)  チームメンバーの力量、業務の範

囲、基準、目的、重要性、保証水

準に基づき、チームメンバーを割

り当てる 
b) 妥当性確認活動の実施中に妥当性確

認を行なう者の力量を評価し、ま

た、チームに要求される力量を補

う。 
c) GHG の専門用語及び言語を適切に

理解する。 

知識 
チームリーダーは、次の事項を含め

た十分な検証の知識をもたなければ

ならない。 
a) 業務範囲、基準、目的、重要性、

保証水準 
b) チームメンバーの力量 
c) その検証業務に該当する場合、検

証に関連するリスク 
 
技能 
チームリーダーは、次の事項を含め

た十分な検証の技能をもたなければ

ならない。 
a) チームメンバーの力量、業務の範

囲、基準、目的、重要性、保証水準

に基づき、チームメンバーを割り当

てる 
b) 検証活動の実施中に検証を行なう

者の力量を評価し、チームに要求さ

れる力量を補う。 
c) GHG の専門用語及び言語を適切に理

解する。 
d) 欠損情報に伴うリスクを評価す

知識  
チームリーダーは、次の事項を含めた

十分な検証の知識をもたなければなら

ない。 
a) 業務の範囲、基準、目的、重要

性、保証水準 
b) チームメンバーの力量 
c) その検証業務に該当する場合、検

証に関連するリスク 
 
技能 
チームリーダーは、次の事項を含め

た十分な検証の技能をもたなければ

ならない。 
a) チームメンバーの力量、業務の範

囲、基準、目的、重要性、保証水

準に基づき、チームメンバーを割

り当てる 
b) 検証活動の実施中に検証を行なう

者の力量を評価し、チームに要求

される力量を補う。 
c) GHG についての専門用語及び言語

を適切に理解する。 
d) 欠損情報に伴うリスクを評価す
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力量に関わる

ISO14065 要求事項 
力量基準 

 プロジェクトの妥当性確認 プロジェクトの検証 組織の検証 
d) 欠損情報に伴うリスクを評価する。

e) クリティカルシンキングを行い、評

価に伴うリスクを理解する。 
f) 保証目的、及びチームメンバーの割

り当てに対するその影響、並びに保

証に必要な厳格さを理解する。 
g) チームメンバーから出された所見の

正当性を評価する。 
h) 声明書の作成を管理する。 
 

る。 
e) クリティカルシンキングを行い、評

価に伴うリスクを理解する。 
f) 保証目的、及びチームメンバーの割

り当てに対するその影響、並びに保

証に必要な厳格さを理解する。 
g) チームメンバーから出された所

見の正当性を評価する。 
h) 声明書の作成を管理する。 

 

る。 
e) クリティカルシンキングを行い、

評価に伴うリスクを理解する。 
f) 保証目的、及びチームメンバーの

割り当てに対するその影響、並び

に保証に必要な厳格さを理解す

る。 
g)   チームメンバーから出された所見

の正当性を評価する。 
h)    声明書の作成を管理する。  

 



JAB GR300-2010 

制定日：2010-xx-yy                  -41/51-         改定日：改 0 2010-xx-yy 

 

附属書  B  (参考 )  

 

グループ化されたプロジェクトの GHG に関する主張、又は、組織の GHG インベン

トリーに複数の施設が含まれる場合の GHG に関する主張に対する計画の概念  

 

注記  1  ：グループ化されたプロジェクト又は組織の GHG インベントリーに関わるサ

ンプリングは、マネジメントシステムの多数サイトのサンプリングと同じものではな

い。このため、ここでは、サンプル数は「平方根」のアプローチで決めるものではな

い。  

 

注記 2：この附属書 B は、妥当性確認又は検証の計画策定の中でも重要な事項であり、

経験の蓄積に伴い、今後新たな基準文書、又は指針が作成される場合がある。  

 

注記 3 ：数多くの GHG プロジェクト計画書、数多くの GHG に関する主張、又は

GHG プロジェクト計画書と GHG に関する主張の集合体は、グループ化されたプロ

ジェクトもしくは単一の GHG に関する主張とは定義されていないため、これらから

サンプリングを行なうことは許されていない。  

 

注記 4：グループ化されたプロジェクトに関わる GHG に関する主張において何件の

プロジェクトをサンプルとするか、組織の GHG に関する主張において何か所の施設

を訪問するか、に関する意思決定は、戦略分析及びリスク評価が完了し、範囲・基準、

目的、保証水準、重要性に関する合意を結んだ後、妥当性確認及び検証の計画の段階

( ISO 14065 8 .3 .3 項参照 )で行う。   

 

グループ化されたプロジェクトの GHG に関する主張の妥当性確認、又は検証  

どのプロジェクトをサンプルとして抽出するかを決定するにあたり、次の事項につい

て考慮しなければならない。  

•  合意した保証水準、重要性、基準、目的、範囲  

•  GHG に関する主張と GHG プロジェクト計画書の複雑さ  

•  グループ内のプロジェクト及びそれらのばらつきの複雑さ、並びにそれ

らの測定／監視プロセスの複雑さ  

•  GHG 情報システムと統制に関する初期評価からのアウトプット  

•  GHG に関する主張を作成し管理する組織のを含めた組織環境  

•  ベースラインシナリオに適用される GHG の排出源、吸収源、貯蔵の選

択及び定量化を含めたプロジェクトの妥当性確認及び検証に関わるベー

スラインシナリオ (これには方法論の概念も含まれる )  

•  グループ内の各プロジェクト間のベースラインシナリオのばらつき  

•  特定された GHG の排出源、吸収源、貯蔵庫、及びそれらの監視   

•  利害関係者、責任当事者、依頼者、意図された使用者 (各用語の定義に

ついては ISO14064-3 参照 )の間の組織的つながり及び相互作用  
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•  GHG プログラム要求事項  

 

プロジェクト検証の場合は、サンプルとして抽出するプロジェクト数を決定にあたり、

上述の内容に加えて、グループ化されたプロジェクトの GHG 情報システム及び管理

策の各プロジェクトレベルでのばらつきについても考慮する  

 

 

組織の GHG インベントリーに関して複数の施設の GHG に関する主張の検証  

どの施設をサンプルとして抽出するかを決定するにあたり、次の事項について考慮し

なければならない。   

•  合意した保証水準、重要性、基準、目的、範囲  

•  GHG に関する主張及び GHG インベントリーの複雑さ  

•  GHG インベントリーに関する施設の複雑さ、各施設の GHG 情報シス

テム及び統制について施設レベルでのばらつきによる複雑さ、並びに関

連する測定／監視プロセスの複雑さ  

•  GHG インベントリー全体の GHG 情報システムと統制、並びにそのつ

ながり GHG 情報システムと統制の概要に関する初期評価からのアウト

プット  

•  GHG に関する主張を作成し管理している組織の体制を含めた組織環境  

•  GHG インベントリーに適用する GHG の排出源、吸収源、貯蔵庫の選

択と定量化のプロセス  

•  GHG インベントリーさまざまな施設に適用される、GHG の排出源、

吸収源、貯蔵選択及び定量化するプロセスのばらつき  

•  実際に検出された GHG の排出源、吸収源、貯蔵並びにそれらの監視   

•  利害関係者、責任当事者、依頼者、意図された使用者 (各用語の定義につ

いては ISO14064-3 参照 )の間の組織的つながり及び相互作用  

•  GHG プログラム要求事項  
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附属書 C （参考）  

 

GHG に関する主張の妥当性確認、及び検証の ISO14064-3 の引用による指針  

 

注記 1：この付属書は参考であり、「sha l l 要求事項」は含まれていない。本付属書の参

考情報は、「 sha l l 要求事項」ではない。しかし、本付属書の本文には、 ISO14064-3

で規定されている要求事項に関連する部分が数多くある。 ISO14064-3 は、本 IAF 基準

文書の引用規格である。本付属書に記載されている解説は、不適合を指摘するために使用

されるものではない。不適合を指摘する場合は、 ISO14064-3 を引用することが望まし

い。  

注記 2：序文 0 .2 項から引用：  二つの規格を理解しやすく、相互に解釈しやすくする

ために、本基準文書の第 8 項と附属書 C では、 ISO14065 の項目の見出しとそれに対応

する ISO14064-3 の項目の見出しを併記している。最初の ISO14064-3 と記載し、その

後に ISO14064-3 の項目の見出しを青色で示している。妥当性確認及び検証のプロセス

は、マネジメントシステム監査とは異なっており、また、妥当性確認と検証との焦点にも

違いがある。このため、附属書 C は、妥当性確認及び検証のプロセスに関連して参考を

示すことを目的としている。附属書 C では、適用の指針と引用規格との相互関係を明確

にするため、 ISO14064-3 の項目の見出しを示している。ここでも、適用の指針の記載

は不要と見なされた場合は、項目の見出しのみを表示している。  

 

注記 3：本基準文書の本文は、 ISO14065  或いは ISO14064-3 の解釈と見なすことは望

ましくない。  

セクション 1：  GHG プロジェクト計画書による GHG に関する主張の妥当性確

認に関する指針  

 

ISO14064-3 4.4 .1項、一般  

プロジェクトの戦略分析へのインプットには、次のようなものが含まれる。  

•  合意した保証水準、重要性、基準、目的及び範囲  

•  GHG プロジェクト計画書を伴う GHG に関する主張  

•  プロジェクト及びその測定／監視プロセスの複雑さ これには、グルー

プ化されたプロジェクトか否かも含まれる   

•  特定された GHG の排出源、吸収源及び貯蔵庫、ベースラインシナリオ、

ベースラインシナリオに適用される GHG の排出源、吸収源及び貯蔵の

選択と定量化、GHG プロジェクトの監視。  

•  GHG プロジェクト計画書及び GHG に関する主張の情報とデータを提

供するプロセス／システム  
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•  利害関係者、責任当事者（GHG プログラムによっては、プロジェクト

実施者の場合もある）、依頼者、意図した利用者 (各用語の定義につい

ては ISO14064-3 参照 )の間の組織的つながり及び相互作用  

•  GHG プロジェクトを開発し管理している組織の体制を含めた組織環境   

•  「基準及び手順の選択又は確立」 (A .8 .3 .3 .7 項  及び A.8 .3 .3 .8 項参照 )

の依頼者による正当性の根拠の証明  

注記： ISO14064-3 の附属書 A の A.2 .4 .2 項～A.2 .4 .4 項に詳細な指針が規定され

ている。  

リスク評価へのインプットに、例えば次のようなものがある。   

•  戦略分析からのアウトプット  

•  「基準及び手順の選択又は確立」 (A .8 .3 .3 .7 項  及び A.8 .3 .3 .8 項参照 )

に関わる課題の妥当性確認を如何に行なうかについての理解  

•  プロジェクトの GHG 情報システム及び統制の評価からのアウトプット  

•  特定された GHG の排出源、吸収源、貯蔵庫、ベースラインシナリオ、

ベースラインシナリオに適用される GHG の排出源・吸収源・貯蔵庫の

選定及び定量化、GHG プロジェクトのモニタリングの正当性の根拠の

証明に使われる外部の情報及びデータの信頼性  

注記：  妥当性確認におけるリスクには、例えば次のようなものがあるが、これ

に限らない。  

•  次から生じる内在的リスク：  

  ISO14064-2 の 5 .3 項、5 .4 項、5 .5 項、5.6 項、5 .7 項、5 .8 項、

5.10 項に関連する「基準及び手順の選択又は確立」に関するプロ

セスに課題がある  

  GHG の排出源、吸収源及び貯蔵庫が完全に特定されていない  

  GHG に関する主張及び GHG プロジェクト計画書の中の情報、又

はデータに重大な不一致がある。  

•  次から生じる統制に関するリスク：  

  プロジェクトにおいて、基準及び手順の選択又は確立のプロセス

が正確に実施されていない  

  プロジェクトおいて、GHG の排出源、吸収源及び貯蔵庫の特定の

プロセスが正確に実施されていない  

  プロジェクトにおいて、GHG プロジェクト計画書及び GHG に関

する主張の開発プロセスが、適切にリスク管理されていない  

次から生じる、重大な不一致を検出できないリスク：  

  プロジェクトにおいて、基準及び手順の選択又は確立の正当性の

根拠の証明が完全でないこと、又は該当する妥当性確認の基準
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(A .1 .1 項参照 )の原則を満たしていないこと、を妥当性確認を行な

う者が検出できない  

  GHG に関する主張及び GHG プロジェクト計画書の誤り、脱漏、

虚偽記載を、妥当性確認を行なう者が検出できない  

 

ISO14064-3   4 .4 .2項 妥当性確認計画書  

ISO14064-3 の 4.4 .2 項の要求事項に加え、妥当性確認計画書へのインプット

には、戦略分析、リスク評価サンプリング計画書からのアウトプットを含める。

これには、GHG に関する主張と GHG プロジェクト計画書の妥当性確認に使用

する情報又はデータのサンプリングが含まれる。妥当性確認計画書を決める際に

は、次の事項の相互依存関係とそれがもたらす結果を考慮にいれる。  

•  保証水準  ：  合理的保証の場合、結論を裏付けるために、詳細なレベル

での証拠と補足情報の収集を始めとする、より詳細な妥当性確認を必要

とする。限定的保証は、より概観的なプロセスで、合理的な保証と比べ

ると詳細かつ徹底的な妥当性確認  プロセスは必要とされない。  

注記： ISO14064-3 の附属書 A.2 .3 .2 項に、妥当性確認の保証水準及

びそれがもたらす結果に関する詳細な説明が記載されている。  

•  妥当性確認の目的 -：これには、最低限、計画された GHG プロジェク

トの実施によって、責任当事者が表明又は主張する通り GHG 排出量削

減又は GHG 吸収量増加を実現できる可能性に対する妥当性確認を含め

る。  

注記： ISO14064-3 附属書 A.2 .3 .3 項に、妥当性確認の目的に関する

詳細な説明が記載されている。  

•  妥当性確認の基準  -  これは、何を見るのか、並びに妥当性確認の詳細さ

及び深さという意味で、妥当性確認の計画に影響を与える。妥当性確認

の基準は、GHG 排出量及びプロジェクト実施の将来の予測に関連する。  

注記  ：  ISO14064-3の附属書A.2 .3 .6項に、妥当性確認の基準に関す

る詳細な説明が記載されている。  

•  妥当性確認の範囲  -  これには、最低限、GHG プロジェクトの境界の適

切性を始めとする、該当する GHG プロジェクトが含まれる。プロジェ

クトの複雑さには、それがグループ化されたプロジェクトであるか否か、

その場所、境界等が含まれる。  

注記： ISO14064-3 の附属書 A.2 .3 .7 項に、妥当性確認の範囲に関す

る詳細な説明が記載されている。  

•  重要性：  意図された使用者の期待又は妥当性確認の基準に関する要求

事項が、重要性に影響を与える。GHG に関する主張に重大な誤り、脱
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漏、虚偽記載がないという期待又は要求が高いほど、より詳細なかつ徹

底的な妥当性確認のサンプリングが要求される（情報及びデータの両

方）。  

注記 1 ：一般に、サンプル／試験の深さ、重要性、（データと情報の）

サンプル数／サンプリング詳細度は、保証水準によって決まってくる。  

注記2： ISO14064-3の附属書A.2 .3 .8項には、重要性に関する詳細な

説明が記載されている。特に、GHGに関する主張に対するあらゆる妥

当性確認の目的は、GHGに関する主張が、そのあらゆる重要性の側面

において、合意した妥当性確認の基準 (A .1 .1項参照 )の意図に従って公

正に記述されているか否かについて、妥当性確認機関が意見を表明する

ことである。重要性の評価は、職業専門家としての判断の問題である。

重要性の概念では、責任当事者のGHGに関する主張が、合意した妥当

性確認の基準に従って、公正に表明されるのであれば、何らかの事柄が、

個別であれ、集合体であれ、重要であることを認識している。重要性の

見極めには、定性的、及び定量的な検討が含まれる。これらの検討の相

互作用の結果、比較的少数の不具合が、GHGに関する主張に重大な影

響を及ぼすこともある。  

•  妥当性確認の活動とスケジュール  -  利用可能な依頼者の資源、ロジステ

ィクス、及び他のチームメンバーが問題を追跡できるように、妥当性確

認の追跡情報／証拠を引き渡すことも含めた、効果的なチームのコミュ

ニケーションのための十分な時間、これら全てが妥当性確認計画書に影

響を与える。   

ISO14064-3 4.4 .3項 サンプリング計画書  

ISO14064-3 4.5項 GHG情報システム及び統制の評価  

GHG 情報システム及び統制に対する初期レビューは、リスク評価、妥当性確認

計画書及びサンプリング計画書へのインプットを提供する。  

注記； ISO14064-3 の附属書 A の A.2 .5 .1 .1 項、A.2 .5 .1 .2 項、A.2 .5 .1 .3 項、

A.2 .5 .2 項では、GHG 情報システム及び統制の例を示している。  

GHG 情報システム及び統制の詳細な評価では、このシステム及び統制が整備さ

れていること、並びにリスクが適切に管理されていることを確認することにより、

GHG 情報システム及び統制の初期レビューを承認又は又は否認する。GHG 情

報システム及び統制の初期レビューの結果が、詳細な評価によって裏付けられな

い場合、リスク評価をレビューし、必要に応じて、修正する。これには、妥当性

確認計画書及びサンプリング計画書のレビューと修正が適宜含まれる。  

妥当性確認の基準が、GHG プロジェクトに関連する GHG 情報システム及び統
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制に関わる要求事項を提示していて、これらが認定を受けた既存のマネジメント

システム認証の一部である場合、妥当性確認機関は、これらが GHG 情報システ

ム及び統制に関する要求事項を満たしていることを確実にする。  

 

ISO14064-3 4.6項 GHGのデータ及び情報の評価  

GHG のデータと情報の妥当性確認は、妥当性確認計画書とサンプリング計画書

に従って実施する。  

注記  -  ISO14064-3 の附属書 A.2 .6 項では、この評価の実施方法に関する例を

示している。  

この評価からのアウトプットから、次の事項が得られる。   

•  ISO14064-3 の 4 .7 項及び 4 .8 項へのインプットとなる証拠及び所見  

•  所見及び証拠に基づいた、サンプリング計画書及び妥当性確認計画書の修

正に対する論拠  

•  妥当性確認声明書に記載される潜在的結論へのインプット  

 

ISO14064-3 4.7 項 妥当性確認の基準の評価  

注記  -  ISO14064-3 の附属書 A.2 .7 項では、この評価に対する枠組みを記載し

ている。  

この評価からのアウトプットから、次の事項が得られる。  

•  妥当性確認の基準 (A .1 .1 項参照 )への適合に関する証拠と意思決定  

•  ISO14064-3 の 4 .8 項へのインプットとなる証拠及び所見  

•  所見及び証拠に基づいた、サンプリング計画書及び妥当性確認計画書の修

正に対する論拠  

•  妥当性確認声明書に記載される潜在的結論へのインプット  

•  妥当性確認の基準 (A .1 .1 項参照 )で規定されている原則の遵守に関する証拠

と意思決定  

•  GHG プログラムが妥当性確認の基準の一部である場合、プロジェクト又は

組織の GHG に関する主張がその GHG プログラムに参加できる資格に関

する証拠と意思決定  

 

ISO14064-3 4.8 項 GHG に関する主張の評価  

注記  -   ISO14064-3 の附属書 A.2 .8 項では、この評価に対する枠組みを記載し

ている。  

妥当性確認チームは、結論に到達して意見を纏める前に、懸案事項全てが確実に

解決されている。  
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妥当性確認機関による独立した立場からのレビュープロセスに対する妥当性確認

チームからのインプットには、GHG に関する主張に関する妥当性確認機関への

提言も含める。  

 

ISO14064-3 4.9 項 妥当性確認声明書  

妥当性確認機関が、マネジメント書簡を使って非重要問題を依頼者に伝達する場

合、妥当性確認機関は次の事項を確実にする。  

•  伝達する問題が、非重要問題の定義と整合がとれている  

•  伝達する問題が、所見と整合がとれている。  

•  非重要問題は、妥当性確認声明書に記載する結論及び意見、並びに意図さ

れた使用者に影響を与えるものではない。  

 

セクション 2：  プロジェクト又は組織の GHG に関する主張の検証に関する指針  

 

ISO14064-3 4.4 .1項 一般  

GHG に関する主張の検証は、プロジェクトの GHG に関する主張又は組織の

GHG に関する主張のいずれかが対象となる。検証プロセスは、同様であるが、

詳細さ及び焦点は、範囲、基準、目的、保証水準及び重要性によって変わってく

る。  

GHG に関する主張の戦略分析へのインプットには、例えば次のような事項が含

まれる。  

•  合意した保証水準、重要性、基準、目的及び範囲  

•  GHG に関する主張  

•  プロジェクト／組織、並びにその測定／監視プロセスの複雑さ  

•  検出された GHG の排出源、吸収源、貯蔵庫、並びにそれらの監視  

•  GHG に関する主張の情報及びデータを提供するプロセス  

•  利害関係者、責任当事者、依頼者、意図した利用者 (各用語の定義につ

いては、 ISO14064-3 を参照）の間の組織的つながり及び相互作用  

•  プロジェクト又は組織の GHG に関する主張を開発管理している組織の

体制を含めた組織環境  

注記：  ISO14064-3 の附属書 A A.2 .4 .2  -  4 項に詳細な指針が記載されてい

る。  

リスク評価へのインプットには、例えば次のような事項が含まれる。  

•  戦略分析からのアウトプット  

•  プロジェクト又は組織の GHG 情報システム及び統制に関する評価から

のアウトプット  
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注記  -  検証におけるリスクは、例えば次のようなものがあるが、これに限らない。  

•  次から生じる内在的リスク：  

  A.8 .3 .3 .7 項及び A.8 .3 .3 .8 項で規定されている基準及び手順の

選択又は確立に関するプロセスに課題がある  

  GHG の排出源、吸収源及び貯蔵庫が完全に特定されていない  

  GHG に関する主張の中の情報又はデータに、重大な不一致がある  

•  以下から生じる統制リスク：   

  検証の基準 (A .1 .1 項参照 )で要求されている関連プロセスが正確に

実施されていない。  

  GHG 情報のシステム及び統制が、重大な不一致のリスクを軽減す

るような方法でデータと情報を管理していない。  

•  次から生じる、重大な不一致を検出できないリスク：   

  検証チームが、GHG に関する主張の誤り、脱漏、虚偽記載を検出

していない  

戦略分析及びリスク評価の結果は、検証計画書へのインプットとなる。  

 

ISO14064-3 4.4 .2 項 検証計画書  

検証計画書へのインプットには、 ISO14064-3 の 4.4 .2 項の要求事項、並びに

戦略分析及びリスク評価からのアウトプット、並びに作成されたサンプリング計

画書（これには、GHG に関する主張を検証するための情報又はデータの証拠の

サンプリングを含む）が含まれる。  

検証計画書を決定する際には、次の事項の相互依存関係及びそれがもたらす結果

を考慮する。  

•  保証水準  ：  合理的保証の場合、結論を裏付けるために、詳細なレベル

での証拠と補足情報の収集を始めとする、より詳細な妥当性確認を必要

とする。限定的保証は、より概観的なプロセスで、合理的な保証と比べ

ると詳細かつ徹底的な妥当性確認  プロセスは必要とされない。  

注記： ISO14064-3 の附属書 A.2 .3 .2 項に、妥当性確認の保証水準及

びそれがもたらす結果に関する詳細な説明が記載されている。  

•  検証目的  –   

注記：プロジェクトに関しては ISO14064-3 の附属書 A.2 .3 .4 項、

組織に関しては同 A.2 .3 .5 項に検証目的に関する詳細な説明が記載されて

いる。  

•  検証の基準  -何を見るのか、並びに検証の詳細さという意味で、検証の

計画に影響を与える。  
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注記：  ISO14064-3の附属書A.2 .3 .6項に、検証の基準に関する詳細な

説明が記載されている。  

•  検証範囲  -  該当するプロジェクト又は組織の GHG に関する主張に関連

する。プロジェクトの場合、  プロジェクトの複雑さ、並びにそれがグ

ループ化されたプロジェクトであるか否か、その場所、境界、監視  プ

ロセス、及び報告書等が、検証に必要な詳細さ及び期間に影響を与える。

組織の場合、GHG インベントリーの複雑さ、施設の数、境界の課題等

が、検証に必要な詳細さ及び所用期間に影響を与える。  

注記：  ISO14064-3 の附属書 A.2 .3 .7 項に、検証の範囲に関する詳細

な説明が記載されている。  

•  重要性：  意図された使用者の期待又は妥当性確認の基準に関する要求

事項が、重要性に影響を与える。GHG に関する主張に重大な誤り、脱

漏、虚偽記載がないという期待又は要求が高いほど、より詳細なかつ徹

底的な妥当性確認のサンプリングが要求される（情報及びデータの両

方）。  

注記 1 ：一般に、サンプル／試験の深さ、重要性、（データと情報の）

サンプル数／サンプリング詳細度は、保証水準によって決まってくる。  

注記2： ISO14064-3の附属書A.2 .3 .8項には、重要性に関する詳細な

説明が記載されている。特に、GHGに関する主張に対するあらゆる妥

当性確認の目的は、GHGに関する主張が、そのあらゆる重要性の側面

において、合意した妥当性確認の基準 (A .1 .1項参照 )の意図に従って公

正に記述されているか否かについて、妥当性確認機関が意見を表明する

ことである。重要性の評価は、職業専門家としての判断の問題である。

重要性の概念では、責任当事者のGHGに関する主張が、合意した妥当

性確認の基準に従って、公正に表明されるのであれば、何らかの事柄が、

個別であれ、集合体であれ、重要であることを認識している。重要性の

見極めには、定性的、及び定量的な検討が含まれる。これらの検討の相

互作用の結果、比較的少数の不具合が、GHGに関する主張に、重大な

影響を及ぼすこともある。  

•  検証の活動とスケジュール  –利用可能な依頼者の資源、ロジスティクス、

及び他のチームメンバーが課題を追跡できるように、検証の追跡情報／

証拠を引き渡すことも含めた、効果的なチームのコミュニケーションの

ための十分な時間、これら全てが検証計画書に影響を与える  

 

ISO14064-3 4.4 .3 項、サンプリング計画書  

ISO14064-3 4.5 項、GHG 情報システム及び統制の評価  
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GHG 情報システム及び統制に対する初期レビューは、リスク評価、検証計画書

及びサンプリング計画書へのインプットを提供する。  

注記； ISO14064-3 の附属書 A A.2 .5 .1 .1 項、A.2 .5 .1 .2 項、A.2 .5 .1 .3 項、

A.2 .5 .2 項では、GHG 情報システム及び統制の例を示している。  

GHG 情報システム及び統制の詳細な評価では、このシステム及び統制が整備さ

れていること、並びにリスクが適切に管理されていることを確認することにより、

GHG 情報システム及び統制の初期レビューを承認又は又は否認する。GHG 情

報システム及び統制の初期レビューの結果が、詳細な評価によって裏付けられな

い場合、リスク評価をレビューし、必要に応じて、修正する。これには、妥当性

確認計画書及びサンプリング計画書のレビューと修正が適宜含まれる。  

妥当性確認の基準が、GHG プロジェクトに関連する GHG 情報システム及び統

制に関わる要求事項を提示していて、これらが認定を受けた既存のマネジメント

システム認証の一部である場合、妥当性確認機関は、これらが GHG 情報システ

ム及び統制に関する要求事項を満たしていることを確実にする。  

 

ISO14064-3 4.6項 GHGのデータ及び情報の評価  

GHG のデータと情報の検証は、検証計画書とサンプリング計画書に従って実施

する。  

この評価からのアウトプットから、次の事項が得られる。   

•  ISO14064-3 の 4 .7 項及び 4 .8 項へのインプットとなる証拠及び所見  

•  所見及び証拠に基づいた、サンプリング計画書及び検証計画書の修正に対

する論拠  

•  検証声明書に記載される潜在的結論へのインプット  

注記  -  ISO14064-3 の附属書 A.2 .6 項では、この評価の実施方法に関する例を

示している。  

 

ISO14064-3   4 .7 項 検証の基準の評価  

注記  -  ISO14064-3 の附属書 A.2 .7 項では、この評価に対する枠組みを記載し

ている。  

この評価からのアウトプットから、次の事項が得られる。  

•  検証の基準 (A .1 .1 項参照 )への適合に関する証拠と意思決定  

•  ISO14064-3 の 4 .8 項へのインプットとなる証拠及び所見  

•  所見及び証拠に基づいた、サンプリング計画書及び検証計画書の修正に対

する論拠  

•  検証声明書に記載される潜在的結論へのインプット  
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•  妥当性確認の基準 (A .1 .1 項参照 )で規定されている原則の遵守に関する証拠

と意思決定  

•  GHG プログラムが妥当性確認の基準の一部である場合、プロジェクト又は

組織の GHG に関する主張がその GHG プログラムに参加できる資格に関

する証拠と意思決定  

 

ISO14064-3 4.8 項 GHG に関する主張の評価  

注記  -   ISO14064-3 の附属書 A.2 .8 項では、この評価に対する枠組みを記載し

ている。  

検証チームは、結論に到達して意見を纏める前に、懸案事項全てが確実に解決さ

れている。  

検証機関による独立した立場からのレビュープロセスに対する検証チームからの

インプットには、GHG に関する主張に関する検証機関への提言も含める。  

 

ISO14064-3   4 .9 項 検証声明書  

検証機関が、マネジメント書簡を使って非重要問題を依頼者に伝達する場合、検

証機関は次の事項を確実にする。  

•  伝達する問題が、非重要問題の定義と整合がとれている  

•  伝達する問題が、所見と整合がとれている。  

•  非重要問題は、検証声明書に記載する結論及び意見、並びに意図された使

用者に影響を与えるものではない。  
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